


は じ め に

　矢掛町は、美しい山々と清流に抱かれ、穏やかな気候に恵まれ
た自然豊かなまちです。この地には、古くから息づく「温かい支
え合いの精神」があり、町民一人ひとりの絆こそが、私たちの誇る
べき宝物です。
　今日の矢掛町があるのは、幾多の困難を乗り越え、まちづくりにご尽力された先人の方々の
たゆまぬ努力と知恵の結晶である「礎」があったからこそであり、私たちは、この尊い歴史の延
長線上に立っていることを深く心に刻み、感謝と敬意を持って、この町を次世代へと引き継い
でいかなければなりません。

　近年、本町では、基幹産業である農業の振興に加え、江戸時代の情緒を今に伝える「歴史的町
並み」を貴重な観光資源として再整備するとともに、まちの活性化の拠点として活用してまい
りました。
　こうした伝統と創造を融合させたまちづくりは、観光客数や新規出店数の増加という目に見
える成果となって表れており、交流人口や関係人口の拡大、さらには町民の皆さまの幸福度の向
上や地域経済の活性化において、本町の進むべき道が確かな形になりつつあると実感しています。

　私たちは今、さらなる成長を目指す大きな転換点に立っています。
　日々、目まぐるしく変化してゆく社会情勢の中で、あらゆる分野において変化にいち早く対
応し、進化を続けてゆくことが求められています。歴史や文化を守りながら、新しい技術や知
見を取り入れ、町民と行政が共に成長し合うことができるまちづくりを進めていかなければな
りません。
　町民の自主的な地域活動のより一層の支援や、多くの企業や団体などとの連携協定による様々
な取組を推進し、さらには、まちの新たなアクティビティ拠点である「アウトドアヴィレッジ　
やかげ」の開業による、まちの認知度向上や地域経済の活性化などが期待される中、町内外のニー
ズを的確に捉えながら、まちの進化と成長を図っていきたいと考えています。

　町民の皆さまから寄せられた多くの想いや希望を真摯に受け止め、矢掛町がこの先も魅力的
なまちとして輝き続けるために、まちの将来像を「進化を続けて成長するまち」と描き、今後進
むべき基本的な施策の体系や方向性を「第７次矢掛町振興計画」として取りまとめました。こ
の計画をまちづくりの羅針盤として、町民の皆さまと共に希望あふれる矢掛町を創造してまい
ります。

　結びに、本計画の策定にあたり、貴重なご意見、ご提言をいただきました振興計画審議会委
員の皆様、まちづくりワークショップや町民意識調査などにご協力いただきました町民の皆様
をはじめ、ご尽力いただきました全ての皆様に心から感謝を申し上げます。

� 令和８年３月

� 矢掛町長　　山　岡　 　敦
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町 民 憲 章

　美しい山と川に恵まれた吉備のさと、わたくしたちの郷土矢掛は、山陽道の
宿場町として栄えた歴史のまちです。
　わたくしたちは、文化と田園のまち矢掛の輝かしい躍進のために、郷土を 
愛し、力を合わせて、たゆまぬ前進を誓いましょう。

1　自然を守り、住みよい環境をつくりましょう。

1　人間を大切にし、福祉のまちをつくりましょう。

1　教養を高め、文化の花を咲かせましょう。

1　勤労にはげみ、生気あふれるまちをつくりましょう。

1　秩序を重んじ、明るいまちをつくりましょう。
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１　策定の趣旨

　振興計画は、矢掛町が目指す将来像を示し、町民の皆さまの理解と協力のもと、より良いまちづく
りを進めていくための指針です。

　本町では、これまで「防災・インフラ※」「医療・福祉」「産業・観光」「教育・子育て」等、様々な分野で
積極的なまちづくりを進めてきました。こうした取り組みにより、交流人口や関係人口の増加、まち
の認知度や幸福度の向上等、まちの活性化に大きな成果が出てきています。

　まちづくり町民アンケートでの各施策の満足度調査においても、ほとんどの施策で満足度が高い
という結果となっており、これまでの取り組みに対し高い評価をいただいているところです。

　一方で、本町は全国的な傾向と同様に、少子高齢化と人口減少という課題に直面しています。出生
数の減少と高齢者人口の増加は、生産年齢人口の減少、地域コミュニティの担い手不足、社会負担の
増大といった様々な問題を引き起こしております。

　このような厳しい社会状況を乗り越え、町民の皆さまと共に、活気あふれる未来の矢掛町を創造
していくため、第７次矢掛町振興計画を策定しました。

　本町は、この計画を羅針盤として町民の皆さまと目標を共有し、協働の力でまちの未来を切り拓
いていきます。

※【インフラ】インフラストラクチャー（infrastructure）の略称。人々の生活や企業活動を支える社会資本のこと。

２　計画の構成

　この計画は、矢掛町振興計画策定条例第３条に基づく「基本構想」「基本計画」で構成します。

【１】 基本構想

　まちづくりの基本的な理念であり、本町の目指す新しい将来像及び将来の基本目標を示すものです。

【２】 基本計画

　基本構想に示した将来像を実現するためのまちづくりの基本的な計画であり、基本構想における
将来像及び基本目標を踏まえた施策の基本的方向及び体系を示すものです。

第１章 第７次矢掛町振興計画の概要

計画の策定にあたって    第１章　第７次矢掛町振興計画の概要第１部
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３　計画期間と進行管理

【１】 計画期間

　本計画は、「基本構想」「基本計画」で構成されています。
　「基本構想」の計画期間は、令和８（2026）年度から令和17（2035）年度までの10年間とします。
　また、「基本計画」のうち「前期基本計画」の計画期間は、令和８（2026）年度から令和12（2030）
年度までの５年間とします。

【２】 計画の進行管理

　本計画の推進にあたっては、多様な主体や庁内関連部署が方針を共有し、取組に対する成果を客
観的に示す指標（KPI ※）を実施計画の中で設定し、その達成度を定期的に評価・見直しすることで、
計画を効率的かつ効果的に進めていきます。

※【KPI】Key Performance Indicator の略称。最終目標に向かうために必要な重要業績評価指標のこと。

令和８
(2026)年度

令和９
(2027)年度

令和14
(2032)年度

後期基本計画（５年間）

基本構想（10年間）

前期基本計画（５年間）

～ 実施計画（３年間）
（適宜見直し）

令和10
(2028)年度

令和11
(2029)年度

令和12
(2030)年度

令和13
(2031)年度

令和15
(2033)年度

令和16
(2034)年度

令和17
(2035)年度

計画の策定にあたって    第１章　第７次矢掛町振興計画の概要第１部
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１　矢掛町の概況

【１】 矢掛町の位置と地勢

　本町は、岡山県の南西部に位置し、高梁川水系の支流である小田川流域にひらけ、標高が15メー
トルから505メートルの比較的緩やかな丘陵に囲まれた盆地をなしています。東西12キロメートル、
南北15キロメートル、周囲55キロメートル、町域面積は90.62平方キロメートルで、岡山県の総
面積の約1.3パーセントにあたります。

　町の東西を国道486号と鉄道井原線が走り、山陽自動車道の笠岡、鴨方、玉島インターチェンジま
での所要時間は20分～30分で交通の利便性に優れています。年間の平均気温は16.6℃程度であり、
瀬戸内海気候に属し、温暖な気候と豊かな自然環境に恵まれています。

　奈良時代には、吉備真備を輩出した地方豪族下道氏の本拠地を礎に、古代山陽道の小田駅家（毎戸
遺跡）が設置される等、交通の要衝として位置づけられてきました。その後、江戸時代には、高瀬舟の
往来や、参勤交代の宿場町として栄え、水運と陸運が交わる物流の拠点として発展してきました。更
に、矢掛宿のほか、小田に堀越という間の宿も営まれる等、このような歴史のあゆみが今日の自然環
境に恵まれた文化と田園のまちを形成してきたといえます。

　矢掛という地名は、その昔、四道将軍吉備津彦命が温羅（鬼）退治の際に放った矢が、弦宇山（現　
嵐山）の松の大木に掛かったという伝説によるものとする説があります。

第２章 矢掛町の概況と時代の潮流

第２章　矢掛町の概況と時代の潮流
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総人口及び年齢３区分別人口の推移・推計

2,134 1,912 1,740 1,532 1,423 1,304 1,170 1,061 1,015 962 885

9,399 8,934
8,306

7,417 6,726 6,241 5,918 5,521 4,930 4,479 4,135

4,696
4,867 5,045

5,248 5,207
5,050

4,716
4,461

4,359
4,148

3,899

16,230
15,713

11,804
11,043

10,304
9,589

8,91928.9
31.0

33.4
37.0 38.8

40.1 40.0 40.4 42.3 43.3 43.7

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

平成12
（2000）年

平成17
（2005）年

平成22
（2010）年

平成27
（2015）年

令和２
（2020）年

令和７
（2025）年

令和12
（2030）年

令和17
（2035）年

令和22
（2040）年

令和27
（2045）年

令和32
（2050）年

（人） （％）

15,092
14,201 13,414

12,595

⇒推計
高齢化率

総人口

年少人口
（14歳以下）

生産年齢人口
（15～64歳）

高齢者人口
（65歳以上）

 （注）令和２（2020）年までの総人口には年齢不詳を含みます。
資料：令和２（2020）年までは国勢調査
　　 令和７（2025）年以降は国立社会保障人口問題研究所推計（令和５（2023）年推計）

【２】 主要指標からみる矢掛町の特徴

１　人口
　本町の総人口は、近年、減少傾向が続いており、令和２（2020）年の国勢調査では13,414人となっ
ています。国立社会保障人口問題研究所（社人研）による推計では、今後も減少を続け、30年後の令
和32（2050）年には、約9,000人にまで減少すると見込まれています。
　年齢３区分別の推移をみると、いずれの年齢層も減少しており、将来的にもこの傾向が続くもの
と推計されています。
　このうち、高齢者人口の割合を示す高齢化率は平成12（2000）年以降急激に上昇し、令和２

（2020）年の国勢調査では38.8パーセントとなっています。社人研推計では、今後も、上昇傾向で
はあるものの、令和７（2025）年以降は鈍化し、令和27（2045）年以降は43パーセント台で横ば
いになると見込まれています。

計画の策定にあたって    第２章　矢掛町の概況と時代の潮流第１部
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２　人口の自然増減
　自然増減をこの10年間でみると、出生者数から死亡者数を差し引いた自然減は130人台から
200人台の間を推移しています。出生者数は減少傾向で推移しており、令和６（2024）年の出生者
数は最も少なく、57人となっています。

３　人口の社会増減
　社会増減をこの８年間でみると、転入者数から転出者数を差し引いた社会減は、令和２（2020）
年から令和４（2022）年はおおむね50人台から60人台となっていますが、直近の２年間をみると、
令和５（2023）年は１人、令和６（2024）年は16人の社会増となっています。

出生者数と死亡者数の推移

資料：住民基本台帳

75 94 75 85 75 73 70 69 59 57

-251 -230 -245
-219 -215 -218 -223 -242 -261

-226

-176
-136

-170
-134 -140 -145 -153 -173

-202 -169

-300

-200

-100

0

100

200

平成27
（2015）年

平成28
（2016）年

平成29
（2017）年

平成30
（2018）年

令和元
（2019）年

令和２
（2020）年

令和３
（2021）年

令和４
（2022）年

令和５
（2023）年

令和６
（2024）年

出生者数 死亡者数 自然増減（人）

転入者数と転出者数の推移

資料：住民基本台帳

303
414 388

306 285 291
350 335

-351 -376 -362 -373 -335 -348 -349 -319

-48

38 26

-67 -50 -57

1 16

-500
-400
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-200
-100
0

100
200
300
400
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平成29
（2017）年

平成30
（2018）年

令和元
（2019）年

令和２
（2020）年

令和３
（2021）年

令和４
（2022）年

令和５
（2023）年

令和６
（2024）年

転入者数 転出者数 社会増減（人）
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４　年齢別転入・転出の状況
　令和２（2020）年から令和６（2024）年までの男女別の人口移動は、男女ともに20歳代を中心
に転出超過となっていますが、30歳代では、男性は拮抗、女性は転入超過となっています。
　０～４歳は男女とも転入超過となっていますが、母親世代である女性の30歳代の人口移動との関
連が考えられます。

資料：住民基本台帳

男性年齢５歳別転入・転出人口

女性年齢５歳別転入・転出人口
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５　出生者数及び合計特殊出生率
　本町の出生者数は、この10年間でみると、一部増減はあるものの、減少傾向にあり、令和５（2023）
年は59人となっています。
　また、本町の合計特殊出生率※は、この10年間では、1.28～1.77の間で推移しています。直近の
令和５（2023）年は1.46となっており、岡山県平均の1.32を上回っています。

※�【合計特殊出生率】人口に対して生まれた子どもの数を表す指標の一つであり、その年次の15歳から49歳までの女
子の年齢別出生率を合計した数値のこと。

資料：住民基本台帳、岡山県衛生統計年報

出生者数及び合計特殊出生率の推移
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６　産業
　令和３（2021）年の公務を除く従業者数の産業分類別構成比をみると、本町は「製造業」が全体の
４割以上を占めて最も高く、次いで「卸売業・小売業」が２割弱、「医療・福祉」、「サービス業」がそれ
ぞれ１割弱を占めています。
　平成24（2012）年から９年間の推移をみると、構成比としては「製造業」「医療・福祉」「農林漁業」
が増加しています。

７　観光
　本町への観光客数の推移をみると、令和５（2023）年では58.1万人となっています。観光客数が
対前年比で減少している平成30（2018）年は７月の豪雨災害、また、令和２（2020）年は新型コロ
ナウイルス感染症の流行等の影響はありましたが、年々増加傾向で推移しています。

資料：経済センサス

産業分類別従業者数の推移

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

令和３
（2021）年
(総数5,548人)

平成28
（2016）年
(総数5,241人)

平成24
（2012）年
(総数5,377人)

（％）

第１次産業 第２次産業 第３次産業

6.0 

4.0 

3.3 

8.2 

9.3 

9.8 

44.2 

40.1 

42.3 

4.8 

5.4 

5.8 

18.0 

20.1 

18.5 

1.3 

1.7 

1.5 

9.0 

8.7 

7.9 

2.5 

2.0 

2.4 

2.1 

2.4 

3.1 

3.9 

6.3 

5.4 

生活関連
サービス業・
娯楽業

農林漁業 鉱業・
建設業 製造業 運輸業・郵便業

情報通信業
卸売業・
小売業

金融業・保険業
不動産業

医療・
福祉

宿泊業・飲食
サービス業

その他
サービス業

矢掛町への観光客数の推移

22.7 
28.5 28.8 

33.0 
29.7 

33.4 
27.6 

52.4 
55.5 58.1 

0

10

20

30

40

50

60

70

平成26
（2014）年

平成27
（2015）年

平成28
（2016）年

平成29
（2017）年

平成30
（2018）年

令和元
（2019）年

令和２
（2020）年

令和３
（2021）年

令和４
（2022）年

令和５
（2023）年

(万人)

平成30年
７月豪雨災害

令和２年
新型コロナ
ウイルス
感染症流行

資料：岡山県観光客動態調査報告書

計画の策定にあたって    第２章　矢掛町の概況と時代の潮流第１部

10



２　時代の潮流

【１】 人口減少、少子高齢化への対応

　人口減少、少子高齢化に対しては、労働力や国内需要の減少、医療・介護・社会保障費の増大、地域
コミュニティの弱体化等への対応が急務となっています。
　これに対し、人口減少が進むことを受け止め、子育てや雇用環境の整備、移住・定住施策、地域包括
ケアシステム※の構築等、持続可能で、多世代が支え合う体制づくりが求められています。

※�【地域包括ケアシステム】要介護状態となっても、住み慣れた地域で自分らしい生活を最後まで続けることができる
ように地域内で助け合う体制のこと。

【２】 安全・安心への意識の高まり

　今後、集中豪雨、台風、さらに、南海トラフ巨大地震等の大規模地震の発生による被害等が想定さ
れる中、地域防災力の強化、地域コミュニティの在り方が改めて問われており、災害への十分な備え
や防災・減災対策への組織体制の整備が求められています。
　また、高齢化が進行する中で、高齢者が被害者・加害者となる交通事故や、高齢者を狙った特殊詐
欺が多く発生しており、防犯や交通安全に対する一人ひとりの意識をさらに高めていく取組が求め
られています。

【３】 地域コミュニティの再構築

　人口減少、少子高齢化が進行する中、核家族化や単身世帯の増加、共働き世帯や高齢者世帯の増加
等を背景として、社会、経済の担い手が減少し、結果として地域における住民同士のつながりの希薄
化や支え合う力の低下につながっています。
　そのため、地域を共につくっていく「地域共生社会」の実現のため、持続可能な地域コミュニティ
の再構築が求められています。

【４】 技術革新による時代の変化

　高度情報化が進展する中、制度や組織の在り方を、デジタル化に合わせて再構築する社会全体の
「DX※（デジタルトランスフォーメーション）」が推進されています。そのため、デジタル技術やデー
タを活用して、町民の利便性の向上や業務の効率化による行政サービスの更なる向上等、町民の多
様な幸せにつながるデジタル社会の実現のための取組が求められています。

※�【DX】デジタルトランスフォーメーション（Digital Transformation）の略称。デジタル技術で人々の生活をより
よいものに変革すること。
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【５】 持続可能な地域づくりの推進

　平成27（2015）年９月の国連サミットに
おいて、先進国を含む国際社会全体の令和
12（2030）年 ま で の 持続可能 な 開発目標

（SDGs）が採択され、貧困、飢餓、健康・福祉、
教育等17の持続可能な開発目標が設定され
ています。
　持続可能なまちづくりにおいては、SDGs
の位置づけは不可欠となっており、経済、社
会、環境を巡る幅広い課題に対する国際社会
の目標として、あらゆる主体の取組が求めら
れています。

【６】 カーボンニュートラルに向けた取組

　我が国では、令和２（2020）年に、令和32（2050）年までに温室効果ガスの排出量と吸収量を均
衡させ、実質的に温室効果ガスゼロを達成することを目的とした「カーボンニュートラル」を目指す
ことを宣言しました。
　脱炭素社会※の構築に向けた動きが一段と加速することが予想される中、新たな技術革新や町民の
環境意識の高まり等を背景に、経済と環境の好循環を生み出すことが求められています。

※【脱炭素社会】二酸化炭素（CO2）等の温室効果ガスの排出量を「実質ゼロに近づける」ことを目指した社会のこと。

基本構想
第２部

第１章 まちづくりの理念

第２章 まちの将来像

視点１  少子化・移住定住

視点２  幸福・健康長寿

視点３  教育充実

視点４  産業振興

視点５  ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）推進

視点６  サステナビリティ

第３章 将来像実現のための６つの視点

基本目標１  元気に暮らせる健康長寿のまち

基本目標２  安全・安心で心地よいまち

基本目標３  歴史・文化のかおる教育のまち

基本目標４  活力ある産業が「交流」を生むまち

基本目標５  個性が輝く協働のまち

第４章 基本目標

計画の策定にあたって    第２章　矢掛町の概況と時代の潮流第１部
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基本構想
第２部

第１章 まちづくりの理念

第２章 まちの将来像

視点１  少子化・移住定住

視点２  幸福・健康長寿

視点３  教育充実

視点４  産業振興

視点５  ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）推進

視点６  サステナビリティ

第３章 将来像実現のための６つの視点

基本目標１  元気に暮らせる健康長寿のまち

基本目標２  安全・安心で心地よいまち

基本目標３  歴史・文化のかおる教育のまち

基本目標４  活力ある産業が「交流」を生むまち

基本目標５  個性が輝く協働のまち

第４章 基本目標

第２部　基本構想
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　本町における「まちづくりの理念」とは、町民の視点から地域社会の将来像を描き、そこへ向かう
ための基本的な考え方や価値観を示したものです。
　そのため、本計画では「矢掛町民憲章」を基本にして、以下を「まちづくりの理念」とします。

第１章 まちづくりの理念

まちづくりの理念

豊かな自然に囲まれ、
住みよい環境に恵まれたまち
豊かな自然に囲まれ、

住みよい環境に恵まれたまち
支え合い・助け合いが町民の
尊厳と幸福を守るまち

支え合い・助け合いが町民の
尊厳と幸福を守るまち

働く喜びにあふれ、活力と
にぎわいのあふれるまち
働く喜びにあふれ、活力と
にぎわいのあふれるまち

安全・安心に支えられた
暮らしが続けられるまち
安全・安心に支えられた
暮らしが続けられるまち

未来を担う人財と町の
風土・歴史文化を育てるまち
未来を担う人財と町の

風土・歴史文化を育てるまち

基本構想    第１章　まちづくりの理念第２部
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　矢掛町は、美しい山と川に囲まれ、温暖な気候に恵まれた地域である
とともに、地域で支え合う温かい町民性を併せ持つ魅力的なまちです。

　近年は、基幹産業である農業振興をはじめ、江戸時代の情緒を残す歴
史的町並みを観光資源として活用し、新たなまちづくりを進めていま
す。この取組は、観光客数や新規出店数の増加をみても、顕著な成果が表
れ始めており、交流人口や関係人口の増加、本町の認知度や幸福度の向
上、経済的な効果として、まちの活性化に大きな役割を果たすようにな
りつつあります。

　こうした取組の方向性を維持しつつ、更なる成長を目指すためには、
様々な分野で進化を続けることが求められます。また、豊かな自然環
境や支えあいの町民文化、多様性を受け入れる風土といった、本町の
魅力を守り続け、未来を担う子どもたちに受け継ぐことも求められ
ています。

　自然や農業を表す「葉」と、技術や進化を表す「回路」を円形に配し、町の伝統と新
たなテクノロジーの調和を表現するとともに、全体を包む「シールド（盾）」の形で、
地域の大切なものを守りながら、常に向上心を持って挑戦しようとする「まちの姿
勢」を象徴しています。
　また、SDGsカラーを用いた循環するデザインにより、多様性を尊重しながら未
来へ向かって止まることなく「進化（EVOLVING）」し、「成長（GROWING）」し続け
る意志を示しています。

進化を続けて成長するまち

【まちの将来像】ロゴマーク
（生成AIにより作成）

過
去

Future

未
来

現
在

Then

Now

YAKAGE  TOWN

　町民の皆さまから寄せられた多くの想いや希望を大切にし、
これからの10年で矢掛町が更に魅力的なまちとして成長し
続けられるよう、未来へつなげる願いを込めて、
「10年後の将来像」を掲げます。

第２章 まちの将来像

基本構想    第２章　まちの将来像第２部
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続けられるよう、未来へつなげる願いを込めて、
「10年後の将来像」を掲げます。
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　将来像実現のために必要な全ての施策分野に横断的に関わる視点として、６つの視点を掲げ、ま
ちづくりを実践します。

※�【ウェルビーイング】Well-being と表記し、身体的・精神的・社会的に良い状態にあることをいい、生きがいや人生の
意義等の将来にわたる持続的な幸福を含む概念のこと。

第３章 将来像実現のための６つの視点

　出生率の低下と人口減少の進行により、令和22（2040）年頃
には３人に１人が65歳以上になると予測されており、労働力不
足や地域経済の縮小、社会保障制度への負担増、若年層の都市部
流出、結婚・出産・子育てに対する不安等、様々な課題に対する横
断的な対策が求められています。
　結婚・出産・子育ての希望がかなう社会づくりや都市部をはじ
めとした他地域から若者が移住・定住しやすい環境整備等、多分
野の施策を一体的に進めます。

少子化・移住定住視点１

　少子化や高齢化が同時進行する中で、地域全体の活力を維持し
ていくためには、健康寿命の延伸だけでなく、心の豊かさや地域
での生きがいを感じながら、健康で活動的な生活を長く送ること
が重要です。
　赤ちゃんから高齢者まで、誰もが心身ともに健康で、安心して
自分らしく幸せに暮らせるまちを目指します。

幸福・健康長寿視点２

　教育は、未来と地域を担う人づくりの基盤であり、家庭・学校園・
地域が学びの共同体としてつながり支え合いながら、一人ひとり
の成長や地域とともにある学びを推進する必要があります。
　教育の全ての分野において、「ふるさとやかげを愛し しなやか
で たくましい 人づくり」を基本理念とし、学びや人とのつなが
りを通じたウェルビーイング※の向上を目指します。

教育充実視点３

基本構想    第３章　将来像実現のための６つの視点第２部

18



※１【グローバル化】人・モノ・金・情報が国や地域を超えて世界規模で結びつき、世界の一体化が進むこと。
※２�【GX】グリーントランスフォーメーション（Green　Transformation）の略称。化石エネルギー中心の産業・社

会構造を、クリーンエネルギー中心の構造に転換していく、経済社会システム全体の改革への取組のこと。

※【オープンデータ】誰もが許可されたルールの範囲内で自由に複製・加工・頒布できる無償データのこと。

※�【サステナビリティ】とは、環境や経済等に配慮した活動を行うことで、社会全体を長期的に持続させていこうとい
う考え方のこと。

　近年、地域経済を取り巻く環境は急激に変化し、グローバル化※

１やデジタル化の進展、少子高齢化による労働力人口の減少、環境
問題への対応等、様々な課題が地域産業に影響を及ぼしています。
　DX（デジタルトランスフォーメーション）やGX※２（グリーント
ランスフォーメーション）の活用による生産性向上や付加価値創
出を図るとともに、農業、商業、観光等の本町の強みを活かし、地
域資源を活かした付加価値向上と雇用の安定・拡大を目指します。

産業振興視点４

　少子高齢化による労働力人口の減少等の社会的な課題が深刻
化する中で、従来型の業務・サービス提供だけでは持続的な行政
運営が困難となっています。
　全ての分野において、デジタル技術やオープンデータ※の利活用、
データ連携等により、行政サービスの質の向上と業務の効率化・
生産性向上を同時に進め、持続可能なまちづくりを目指します。

DX（デジタルトランスフォーメーション）推進視点５

　地球温暖化による気温上昇、気候変動の加速、豪雨や猛暑等の
異常気象の頻発等、社会への影響が深刻化する中、生物多様性の
喪失、少子高齢化、地域経済の縮小等、地域と地球規模の課題が複
合化しており、SDGs や、ESD（持続可能な開発のための教育）を
踏まえた取組が求められています。
　町民・事業者・行政が一体となり、地域の豊かな自然や歴史・文
化等の資源を活かしながら、全ての施策分野において「持続可能
な地域社会の実現」を目指します。

サステナビリティ※視点６
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　本計画では、まちの将来像を実現するため、５つの基本目標を設定しました。
　まちの将来像と６つの視点及び５つの基本目標との関係は以下のとおりです。

第４章 基本目標

進化を続けて成長するまち
のちま 像来将

のつ６ 点視６
つ
の
視
点
に
よ
り
将
来
像
を
実
現

６
つ
の
視
点
に
よ
り
５
つ
の
基
本
目
標
を
推
進

少子化・
移住定住

幸福・
健康長寿 教育充実

ＤＸ推進 サステナ
ビリティ産業振興

５つの基本目標・・・・

基本目標２

安全・安心で
心地よいまち

基本目標１

元気に暮らせる
健康長寿のまち

基本目標３

歴史・文化の
かおる教育のまち

基本目標５

個性が輝く
協働のまち

基本目標４

活力ある産業が
「交流」を生むまち

基本構想    第４章　基本目標第２部
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基本目標１　元気に暮らせる健康長寿のまち

関連施策分野　子育て・健康・福祉・医療

施策の方向性

● �少子化が進行する中で、地域全体で子どもの健やかな成長を支え、
安心して妊娠、出産そして子育てができる環境を整備し、未来を
担う世代を地域で育みます。

�

● �町民一人ひとりが生涯にわたって心身ともに健康でいられるよう、
予防医療の推進や地域に根差した健康づくり活動を支援し、健康
寿命の延伸を目指します。

�

● �高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、医療・
介護・生活支援が一体となった地域包括ケアシステムを充実させ、
誰もが生きがいを感じられる社会を築きます。

�

● �障がいの有無や年齢に関わらず、誰もが安心して暮らせる地域共
生社会の実現を目指し、福祉サービスや交流の場を充実させます。

�

● �食育や健康づくりを推進し、町民が互いに支え合いながら元気に
暮らせるまちを実現します。
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基本目標２　安全・安心で心地よいまち

関連施策分野　生活・環境・防災

施策の方向性

● �自然災害のリスクに備え、地域防災力の向上や避難環境の整備を
進め、防災・減災・防犯対策を推進することで、町民の生命と財産
を守り、災害に強い安全・安心なまちづくりを進めます。

�

● �町民の生活を支える道路、河川、水道、下水道等の社会生活基盤の
計画的な更新や耐震化等により、暮らしやすく強じんなまちづく
りを進めます。

�

● �町民が快適で安全な生活を送れるよう、防犯意識の向上と地域一
体となった防犯対策を進め、安心して暮らせる環境を整えます。

�

● �歴史的景観と調和した町並みや里山、河川や森林等の自然環境を
保全し、町民と訪れる人が心地よく過ごせる生活環境を守ります。

�

● �豊かな自然環境を保全しつつ、再生可能エネルギー※や省エネル
ギーの取組を進め、脱炭素社会の実現に向けた行動を町全体で促
進します。

※�【再生可能エネルギー】太陽光や風力、地熱といった地球資源の一部等自然界に常に存在するエネルギーであり、温
室効果ガスを排出しないクリーンなエネルギーのこと。

脱炭素社会とは
二酸化炭素を

できるだけ出さない
社会のこと

基本構想    第４章　基本目標第２部
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基本目標３　歴史・文化のかおる教育のまち

関連施策分野　教育・文化・スポーツ

施策の方向性

● �未来を担う子どもたちが、社会の形成者としての自覚を持つこと
ができるように、本町の豊かな歴史や伝統文化に触れ、地域への
愛着と誇りを育む教育を推進します。

�

● �子どもたちの確かな学力、自ら挑戦する意欲、創造性を培うこと
ができるように、個別最適で協働的な学習を充実させ、ICT※の積
極的な活用や多様な学習環境の整備を推進します。

�

● �子どもたちの確かな学力・豊かな心・健やかな体を育み、未来を自
立的に生き抜く力を育成するために、家庭や地域と連携して安全・
安心で魅力ある学校づくりを推進します。

�

● �生涯学習の推進により、個人の成長や社会課題の解決につながる
学びの機会及び人とのつながりを創出し、多様な人材が活躍でき
る環境整備を図ります。また、心の豊かさを育む文化芸術の振興
を図ります。

�

● �地域の伝統行事や文化財の保存・活用を通じて、次世代への歴史
文化の継承と世代間交流を促進します。

�

● �スポーツを通じて町民の健康増進と交流の場を提供し、誰もがス
ポーツに親しみ健康で豊かに暮らせるよう、ライフステージに応
じたスポーツの推進を図ります。

※�【ICT】Information and Communication Technology の略称。通信ネットワークを活用してデータやシステ
ムを共有・活用する技術のこと。
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基本目標４　活力ある産業が「交流」を生むまち

関連施策分野　農林・商工・観光

施策の方向性

● �高収益作物への転換や意欲ある農業者への農地の集積・集約、担い
手確保育成等により、基幹産業である農業の産地ブランド化の推進
や多面的機能の維持による農業の振興を図ります。

�

● �農業、商業、観光の連携により、特産品のブランド化や新たな商品開
発を推進することで、地域経済の活性化と競争力のある魅力的な産
業を育成します。

�

● �一般財団法人矢掛町観光交流推進機構（やかげ DMO）を中心とした
民間活力により戦略的に観光振興を推進し、交流人口の拡大による
賑わい創出を促進します。

�

● �若者や女性、高齢者等、多様な人材が安心して働き続けられるよう、
起業・創業支援や多様な働き方を支援する環境を整備し、活力ある
地域経済の好循環を創出します。

基本構想    第４章　基本目標第２部
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基本目標５　個性が輝く協働のまち

関連施策分野　町民・行政

施策の方向性

● �デジタル技術の活用による質の高い行政サービスの提供と効率化
を進め、持続可能な行政運営を実現します。

�

● �町民一人ひとりがまちづくりの主役として主体的に参画し、地域
課題の解決に向けて多様な主体と連携・協働し、若い世代の声も
積極的に取り入れ、個性と活気にあふれる地域社会を築きます。

�

● �全ての町民の人権が尊重され、誰もが安心して自分らしく暮らせ
るよう、人権意識の啓発と多様性を認め合う社会づくりを推進し
ます。

�

● �多様化する行政課題に迅速かつ柔軟に対応するため、適正な組織
体制の整備や職員の人材育成を進めるとともに、行財政改革を推
進し、健全な財政基盤を維持しつつ、持続可能で効果的・効率的な
行政運営を行います。
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前期基本計画
第３部

第１章 施策体系

１  分野別施策の方針の見方

２  分野別施策の方針

第２章 分野別施策の方針
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前期基本計画
第３部

第１章 施策体系

１  分野別施策の方針の見方

２  分野別施策の方針

第２章 分野別施策の方針

第３部　前期基本計画
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まちの将来像 基本目標 基本施策

１

元気に暮らせる
健康長寿のまち

１−１　子育て
１−２　健康づくり
１−３　地域福祉
１−４　障がい者・障がい児福祉
１−５　高齢者福祉
１−６　地域医療

２

安全・安心で
心地よいまち

２−１　防災・減災・消防
２−２　防犯・交通安全
２−３　道路・河川・公園
２−４　土地利用
２−５　公共交通
２−６　脱炭素社会
２−７　環境保全
２−８　上・下水道
２−９　住宅・住環境

３

歴史・文化のかおる
教育のまち

３−１　学校教育
３−２　学校環境
３−３　生涯学習
３−４　文化芸術
３−５　文化財
３−６　スポーツ・レクリエーション

４

活力ある産業が
「交流」を生むまち

４−１　農林業
４−２　商工業
４−３　観光
４−４　産業連携

５

個性が輝く
協働のまち

５−１　住民参加と協働
５−２　地域コミュニティ
５−３　関係人口の拡大
５−４　人権と多様性の尊重
５−５　AI※１時代の DX 推進とイノベーション※２創出
５−６　行政運営

※１【AI】Artificial Intelligence の略称。人工知能のこと。
※２�【イノベーション】従来の仕組みや考え方に対して、革新的なアイデアや技術を取り入れ、新たな価値を生み出す

こと。

第１章 施策体系

進
化
を
続
け
て
成
長
す
る
ま
ち

進
化
を
続
け
て
成
長
す
る
ま
ち
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１　分野別施策の方針の見方

第２章 分野別施策の方針

２　分野別施策の方針

基本
目標１　元気に暮らせる健康長寿のまち

施策の基本方針

安心して子育てができるまち
　出会いの機会の創出、子育て支援の充実、援助を必要とする家庭等の支援により、安心して妊娠、
出産、子育てができるまちづくりを目指します。

現状と課題

関連する個別計画・条例等

●　こども計画

関連施策分野 子育て・健康・福祉・医療

基本施策
１−１ 子育て

　令和６（2024）年の合計特殊出生率は1.40と県
平均を上回っていますが、出生者数は減少傾向が続
いています。

　妊娠期から出産後まで一貫した支援を行い、子育
て世帯の心理的、経済的な負担の軽減を図っていま
す。

　延長保育や一時預かりの実施、放課後児童クラブ
を設置し、働く保護者を支援しています。

　こども家庭センターを設置し、妊産婦や子育て家
庭への相談支援体制を強化しています。

　ひとり親家庭や生活に困窮する子育て世帯等に対
して、経済的支援を行っています。

　結婚支援のため、結婚祝金や結婚新生活支援金交
付のほか、広域での婚活イベントを実施しています。

現　状

　さらなる子育て支援施策を展開し、出生者数と転
入児数をともに伸ばすことが必要です。

　安全安心に出産子育てができるよう、継続的な支
援が必要です。

　保育士の確保や資質向上、放課後児童クラブの施
設環境整備等、保育サービスの充実のための継続し
た取組が必要です。

　児童虐待や家庭児童相談の増加に対応するため、
関係機関との連携体制の強化が必要です。

　ひとり親家庭や生活に困窮する子育て世帯等には
多様な課題が生じており、関係機関と連携した継続
的な取組が必要です。

　広域での出会いの機会の創出や、結婚新生活への
経済支援等の継続的な取組が必要です。

課　題

主な取組 ●　保育士等の確保と質の高い安全で安心な保育・幼児教育の推進
●　放課後児童クラブの施設環境整備

�

主な事業
保育園・こども園保育料無償化、一時預かり事業、未就学児送迎給付金支給事業、
こども誰でも通園制度、放課後児童クラブ運営事業、
放課後児童クラブ利用料減免、やかげっ子ランド（園庭開放）

多様なニーズに対応した保育サービスの充実２

主な取組
●　産婦や乳児家庭への訪問による切れ目のない支援
●　障がい児等に対する関係機関と連携した発達相談及び支援
●　児童虐待の早期発見や未然防止のための適切な支援及び体制の充実

�

主な事業 こども家庭センター運営事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、
子育て短期支援事業、やかげ親子教室（要経過観察児教室）、育児相談

家庭や子どもへの適切な支援３

主な取組 ●　ひとり親家庭に対する手当の支給や医療費の助成
●　生活に困窮する子育て世帯に対しての各種制度による経済的な支援

�
主な事業 ひとり親支援事業、児童扶養手当支給事業、ひとり親家庭等医療費助成事業

ひとり親及び生活困窮者等への支援４

主な取組 ●　広域での出会いの場の提供や結婚のための適切な支援
�
主な事業 結婚推進事業

結婚支援５

主な取組 ●　利用しやすい子育て支援サービスや各種助成制度の充実
●　子育て支援サポーター※の派遣

�

主な事業

地域子育て支援拠点事業、妊婦健診支援事業、妊産婦医療費助成事業、
妊婦のための支援給付、子育て支援サポーター事業、不育症治療助成事業、
こんにちは赤ちゃんチケット（おむつ券）、誕生祝金、産後ケア事業、
子ども医療費助成事業、任意予防接種費補助事業、福祉タクシー助成事業

子育て支援サービスの充実１

※【子育て支援サポーター】子育てを応援するボランティアのこと。

関連するSDGs施策の展開

前期基本計画　   第２章　分野別施策の方針第３部
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施策の基本方針
　施策の将来の目指す姿と、
それを実現するための基本的
な方針を記載しています。

現　状
　施策に関する本町の現在の
状況や、これまでの取組を記
載しています。

課　題
　現状を踏まえ、今後の取組
を進めるにあたって課題とな
ることを記載しています。

関連する個別計画・条例等
　施策に関連する本町の主な
計画や条例等を記載していま
す。

前期基本計画    第２章　分野別施策の方針第３部
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２　分野別施策の方針

基本
目標１　元気に暮らせる健康長寿のまち

施策の基本方針

安心して子育てができるまち
　出会いの機会の創出、子育て支援の充実、援助を必要とする家庭等の支援により、安心して妊娠、
出産、子育てができるまちづくりを目指します。

現状と課題

関連する個別計画・条例等

●　こども計画

関連施策分野 子育て・健康・福祉・医療

基本施策
１−１ 子育て

　令和６（2024）年の合計特殊出生率は1.40と県
平均を上回っていますが、出生者数は減少傾向が続
いています。

　妊娠期から出産後まで一貫した支援を行い、子育
て世帯の心理的、経済的な負担の軽減を図っていま
す。

　延長保育や一時預かりの実施、放課後児童クラブ
を設置し、働く保護者を支援しています。

　こども家庭センターを設置し、妊産婦や子育て家
庭への相談支援体制を強化しています。

　ひとり親家庭や生活に困窮する子育て世帯等に対
して、経済的支援を行っています。

　結婚支援のため、結婚祝金や結婚新生活支援金交
付のほか、広域での婚活イベントを実施しています。

現　状

　さらなる子育て支援施策を展開し、出生者数と転
入児数をともに伸ばすことが必要です。

　安全安心に出産子育てができるよう、継続的な支
援が必要です。

　保育士の確保や資質向上、放課後児童クラブの施
設環境整備等、保育サービスの充実のための継続し
た取組が必要です。

　児童虐待や家庭児童相談の増加に対応するため、
関係機関との連携体制の強化が必要です。

　ひとり親家庭や生活に困窮する子育て世帯等には
多様な課題が生じており、関係機関と連携した継続
的な取組が必要です。

　広域での出会いの機会の創出や、結婚新生活への
経済支援等の継続的な取組が必要です。

課　題

主な取組 ●　保育士等の確保と質の高い安全で安心な保育・幼児教育の推進
●　放課後児童クラブの施設環境整備

�

主な事業
保育園・こども園保育料無償化、一時預かり事業、未就学児送迎給付金支給事業、
こども誰でも通園制度、放課後児童クラブ運営事業、
放課後児童クラブ利用料減免、やかげっ子ランド（園庭開放）

多様なニーズに対応した保育サービスの充実２

主な取組
●　産婦や乳児家庭への訪問による切れ目のない支援
●　障がい児等に対する関係機関と連携した発達相談及び支援
●　児童虐待の早期発見や未然防止のための適切な支援及び体制の充実

�

主な事業 こども家庭センター運営事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、
子育て短期支援事業、やかげ親子教室（要経過観察児教室）、育児相談

家庭や子どもへの適切な支援３

主な取組 ●　ひとり親家庭に対する手当の支給や医療費の助成
●　生活に困窮する子育て世帯に対しての各種制度による経済的な支援

�
主な事業 ひとり親支援事業、児童扶養手当支給事業、ひとり親家庭等医療費助成事業

ひとり親及び生活困窮者等への支援４

主な取組 ●　広域での出会いの場の提供や結婚のための適切な支援
�
主な事業 結婚推進事業

結婚支援５

主な取組 ●　利用しやすい子育て支援サービスや各種助成制度の充実
●　子育て支援サポーター※の派遣

�

主な事業

地域子育て支援拠点事業、妊婦健診支援事業、妊産婦医療費助成事業、
妊婦のための支援給付、子育て支援サポーター事業、不育症治療助成事業、
こんにちは赤ちゃんチケット（おむつ券）、誕生祝金、産後ケア事業、
子ども医療費助成事業、任意予防接種費補助事業、福祉タクシー助成事業

子育て支援サービスの充実１

※【子育て支援サポーター】子育てを応援するボランティアのこと。

関連するSDGs施策の展開

前期基本計画　   第２章　分野別施策の方針第３部

32 33

関連する SDGs
　施策に関連する SDGs の
目標を記載しています。

施策の柱
　「施策の基本方針」を実現
する主な取組の方針を記載し
ています。

主な取組
　「施策の柱」ごとに、具体に
取り組む事項を記載していま
す。

主な事業
　「施策の柱」ごとに、実施す
る主な事務事業名等を記載し
ています。
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２　分野別施策の方針

基本
目標１　元気に暮らせる健康長寿のまち

施策の基本方針

安心して子育てができるまち
　出会いの機会の創出、子育て支援の充実、援助を必要とする家庭等の支援により、安心して妊娠、
出産、子育てができるまちづくりを目指します。

現状と課題

関連する個別計画・条例等

●　こども計画

関連施策分野 子育て・健康・福祉・医療

基本施策
１−１ 子育て

　令和６（2024）年の合計特殊出生率は1.40と県
平均を上回っていますが、出生者数は減少傾向が続
いています。

　妊娠期から出産後まで一貫した支援を行い、子育
て世帯の心理的、経済的な負担の軽減を図っていま
す。

　延長保育や一時預かりの実施、放課後児童クラブ
を設置し、働く保護者を支援しています。

　こども家庭センターを設置し、妊産婦や子育て家
庭への相談支援体制を強化しています。

　ひとり親家庭や生活に困窮する子育て世帯等に対
して、経済的支援を行っています。

　結婚支援のため、結婚祝金や結婚新生活支援金交
付のほか、広域での婚活イベントを実施しています。

現　状

　さらなる子育て支援施策を展開し、出生者数と転
入児数をともに伸ばすことが必要です。

　安全安心に出産子育てができるよう、継続的な支
援が必要です。

　保育士の確保や資質向上、放課後児童クラブの施
設環境整備等、保育サービスの充実のための継続し
た取組が必要です。

　児童虐待や家庭児童相談の増加に対応するため、
関係機関との連携体制の強化が必要です。

　ひとり親家庭や生活に困窮する子育て世帯等には
多様な課題が生じており、関係機関と連携した継続
的な取組が必要です。

　広域での出会いの機会の創出や、結婚新生活への
経済支援等の継続的な取組が必要です。

課　題

前期基本計画    第２章　分野別施策の方針第３部
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主な取組 ●　保育士等の確保と質の高い安全で安心な保育・幼児教育の推進
●　放課後児童クラブの施設環境整備

�

主な事業
保育園・こども園保育料無償化、一時預かり事業、未就学児送迎給付金支給事業、
こども誰でも通園制度、放課後児童クラブ運営事業、
放課後児童クラブ利用料減免、やかげっ子ランド（園庭開放）

多様なニーズに対応した保育サービスの充実２

主な取組
●　産婦や乳児家庭への訪問による切れ目のない支援
●　障がい児等に対する関係機関と連携した発達相談及び支援
●　児童虐待の早期発見や未然防止のための適切な支援及び体制の充実

�

主な事業 こども家庭センター運営事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、
子育て短期支援事業、やかげ親子教室（要経過観察児教室）、育児相談

家庭や子どもへの適切な支援３

主な取組 ●　ひとり親家庭に対する手当の支給や医療費の助成
●　生活に困窮する子育て世帯に対しての各種制度による経済的な支援

�
主な事業 ひとり親支援事業、児童扶養手当支給事業、ひとり親家庭等医療費助成事業

ひとり親及び生活困窮者等への支援４

主な取組 ●　広域での出会いの場の提供や結婚のための適切な支援
�
主な事業 結婚推進事業

結婚支援５

主な取組 ●　利用しやすい子育て支援サービスや各種助成制度の充実
●　子育て支援サポーター※の派遣

�

主な事業

地域子育て支援拠点事業、妊婦健診支援事業、妊産婦医療費助成事業、
妊婦のための支援給付、子育て支援サポーター事業、不育症治療助成事業、
こんにちは赤ちゃんチケット（おむつ券）、誕生祝金、産後ケア事業、
子ども医療費助成事業、任意予防接種費補助事業、福祉タクシー助成事業

子育て支援サービスの充実１

※【子育て支援サポーター】子育てを応援するボランティアのこと。

関連する SDGs施策の展開
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基本
目標１　元気に暮らせる健康長寿のまち

施策の基本方針

心豊かにいきいきと暮らし続けられる健康長寿のまち
　ライフステージ※に応じた主体的な健康づくりの取組を推進し、生涯にわたり心豊かにいきいきと
暮らし続けられる健康長寿のまちを目指します。
※【ライフステージ】年齢に伴って変化する生活段階のこと。

現状と課題

関連する個別計画・条例等

●　健康やかげ21・食育推進計画　●　こども計画
●　データヘルス計画・特定健康診査等実施計画

関連施策分野 子育て・健康・福祉・医療

基本施策
１−２ 健康づくり

　「健康やかげ21・食育推進計画」に基づき、保健、
福祉、医療、教育が連携した総合的な健康づくりを
推進しています。

　妊産婦や乳幼児の健診を通じ、成長発達の支援を
行っています。

　国民健康保険の医療費の適正化と被保険者の健康
増進のため、保健事業を実施しています。

現　状

　がん検診の受診率が低く、受診を促進する仕組み
を構築することが必要です。

　「食」の重要性に対する意識の啓発が必要です。

　睡眠について学ぶ機会を設け、休養の重要性につ
いての普及啓発が必要です。

　幼児健診において、医師の診察所見で要支援児の
増加傾向が見られます。

　特定健診の受診率向上への取組や、さらなる保健
事業の充実が必要です。

課　題

前期基本計画    第２章　分野別施策の方針第３部
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主な取組 ●　健全な食生活基盤の育成
�
主な事業 栄養教室、おやこの食育教室、栄養相談

食育の推進２

主な取組 ●　心の健康づくりの体制整備
�
主な事業 広報啓発、健康教育、精神障害者患者家族会

心の健康づくり３

主な取組 ●　安全・安心な出産の支援
●　幼児健診を通じた子どもの成長発達の支援

�

主な事業
妊産婦健康診査、出産サポート119、乳児健康診査、予防接種費用補助、
育児相談、すこやか学級、１歳６か月児健康診査、３歳児健康診査、
５歳児健康診査、２歳児歯科健康診査

親子の健康づくり４

主な取組 ●　国民健康保険被保険者の健康増進の推進
�
主な事業 特定健診・特定保健指導事業、慢性腎臓病重症化予防事業、健康フェスタ事業

保健事業の推進（国民健康保険）５

主な取組 ●　健康の保持及び増進の体制整備
●　適度な運動習慣による健康寿命の増進

�
主な事業 がん検診、健康関係講演会、各種健康診査、健康相談、健康サポートルーム

生涯を通じた健康づくり１

関連する SDGs施策の展開
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基本
目標１　元気に暮らせる健康長寿のまち

施策の基本方針

みんなが支え合い　安心して暮らせる福祉のまち
　制度、分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、町民や地域の多様な主体が
参画し、町民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく「地域共生社会」の実現を目
指します。

現状と課題

※１　【ライフスタイル】生活の様式・営み方。また、人生観・価値観・習慣等を含めた個人の生き方のこと。
※２　�【いきいきサロン】高齢者や子育て中の親子等地域の誰もが楽しく気軽に立ち寄れる仲間づくりと出会いの場の

こと。

関連する個別計画・条例等

●　地域福祉計画　●　地域福祉活動計画

関連施策分野 子育て・健康・福祉・医療

基本施策
１−３ 地域福祉

　少子高齢化等の社会構造の変化やライフスタイ
ル※１の多様化とともに、地域や町民が抱える課題

（ニーズ）が複雑化、複合化しています。

　担い手不足や地区間格差が見られます。

　老人クラブ会員やいきいきサロン※２数は減少傾向
にあります。

現　状

　複雑で多様な課題（ニーズ）については、個々の状
況に応じたきめ細やかな対応や関係機関との連携が
必要です。

　地域で支え合う仕組みや見守り体制を充実させる
ことが必要です。

　地域の人材の育成や町民の福祉に対する意識づく
りが必要です。

　地域の人材や地域資源を効果的に活用し、町民と
ともに地域を活性化していくことが必要です。

課　題

前期基本計画    第２章　分野別施策の方針第３部
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主な取組 ●　�公民館等を拠点にした地域の人材や地域資源の活用による町民主体の地域
活性化

�
主な事業 重層的支援体制整備事業

地域福祉活動の拠点づくり３

主な取組 ●　地域の人材の育成と町民の福祉に対する意識づくり
�
主な事業 広報等を活用した情報発信、各種団体や活動への助成

地域福祉の人材と意識づくり１

関連する SDGs施策の展開

主な取組

●　健康増進やフレイル※予防、高齢者や障がい者の自立支援、困窮者の自立推進
●　�虐待や権利擁護に関する課題に対する専門職や社会福祉協議会等の関係機

関との連携による適切な対応
●　町民が抱える複雑で複合的な課題への包括的な支援
●　福祉サービスの質の確保

�
主な事業 地域福祉基金事業、地域生活支援事業、重層的支援体制整備事業

支え合いの仕組みづくり２

※【フレイル】加齢により心身が老い衰えた状態のこと。
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基本
目標１　元気に暮らせる健康長寿のまち

施策の基本方針

互いに尊重し　支え合う地域共生のまち
　障がいの有無に関わらず、誰もが地域の一員としてお互いを尊重し、支え合いながら共に生きが
いのある暮らしをつくる「地域共生社会」の実現を目指します。

現状と課題

関連する個別計画・条例等

●　障害者計画　●　障害福祉計画・障害児福祉計画　●　地域福祉計画

関連施策分野 子育て・健康・福祉・医療

基本施策
１−４ 障がい者・障がい児福祉

　障がいに対する理解が進んでおらず、アンケート
調査では３割の障がい者が嫌な思いをしたことがあ
ると回答しています。

　地域共生社会の実現のために、障がいの有無に関
わらず、住み慣れた地域でその人らしく生活するこ
とが求められています。

　障がい者（児）に関する社会資源や障がい福祉サー
ビスが限られています。

現　状

　障がい者（児）に対する正しい理解を促す啓発等の
活動や幼少期からの障がい福祉教育が必要です。

　障がい者（児）に関する社会資源や在宅者向け福祉
サービスの充実が必要です。

　障がい者（児）のニーズが多様化しており、分野や
機関を超えて連携し対応することが必要です。

課　題

前期基本計画    第２章　分野別施策の方針第３部
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主な取組

●　働く意欲を持った障がい者に対する適切な就労支援
●　�障がい者（児）が住み慣れた地域で暮らし続けられるための福祉サービスの

充実
●　複雑で多様な課題に対する分野や機関を超えての連携とチーム支援の実施
●　本人が納得した選択ができる適切な意思決定支援の実施

�
主な事業 障害者総合支援事業、地域生活支援事業、重層的支援体制整備事業

自立した生活の支援と相談体制の充実２

主な取組
●　障がい特性に応じて適切に選択できるサービスの充実
●　障がいの有無に関係なく地域の中で過ごせる居場所づくりの推進
●　スポーツや文化芸術活動を通じた障がい者（児）の余暇活動や交流機会の充実

�
主な事業 地域生活支援事業、重層的支援体制整備事業

障がい福祉サービスや社会資源の充実３

主な取組
●　障がいに対する理解の促進
●　早期からの福祉教育の実施
●　障がい者（児）が生き生きと暮らせる社会の推進

�

主な事業 まちづくり出前講座、小学校での福祉教育、障害者自立支援協議会のパネル展、
障害者総合支援事業

バリアフリーの実現１

関連する SDGs施策の展開
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基本
目標１　元気に暮らせる健康長寿のまち

施策の基本方針

高齢者が自分らしく　元気に暮らし続けられる　いきいき長寿のまち
　高齢者が住み慣れた地域で元気に暮らし続けることができるように、介護予防を充実させ、医療・
介護・福祉分野が連携してサポートできる体制整備を行い、「地域共生社会」の実現を目指します。

現状と課題

※１�【地域ミニデイサービス】高齢者やボランティアが公民館等身近な場所に集い、レクリエーションや体操、会食等
の様々な活動を通して楽しく過ごす場のこと。

※２�【認知症サポーター】認知症に対する正しい知識と理解を持ち、地域で認知症の人やその家族に対してできる範囲
で手助けする人のこと。

※３�【成年後見制度】認知症や知的障害、精神障害等によって、判断能力が十分ではない方の権利や財産を守り、生活を
支えるための制度のこと。

関連する個別計画・条例等

●　地域福祉計画　●　高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

関連施策分野 子育て・健康・福祉・医療

基本施策
１−５ 高齢者福祉

　地域ミニデイサービス※１、100歳体操実施団体の
支援や老人福祉センターの講座等、介護予防に資す
る取組の支援をしています。

　認知症高齢者が安心して住み続けることができる
よう、認知症サポーター※２の養成や認知症について
の啓発を行っています。また、判断力が低下した高
齢者の権利を守るために成年後見制度※３の利用を推
進しています。

　高齢者が住み慣れた地域で住み続けることができ
る地域包括ケアシステムの深化・推進に努めています。

　介護認定申請の増加に伴い、被保険者１人当たり
の介護給付が増加しています。特に、施設サービス
給付費が全国平均や近隣市町村と比較して高い傾向
にあります。

　高齢者の就労機会の確保や老人クラブへの支援、
移動支援のためのタクシー利用の補助等を通じて高
齢者が社会参加できる機会の確保を図っています。

現　状

　外出頻度が週１回以下の高齢者が25％を超えて
いることから、外出機会の確保や社会参加の促進の
ための多様な通いの場の整備が必要です。

　認知症高齢者や単身高齢者の増加に伴い、町民によ
る見守り体制と専門職の支援体制の強化が必要です。

　地域課題の把握と対応策の検討を通じて、医療と
介護の連携強化による支援体制の構築が必要です。

　介護認定や介護給付に係る需要の増加に対応し、
介護認定や介護給付が適正に行われるための体制の
整備が必要です。

　高齢者の社会参加の機会であるシルバー人材セン
ター、老人クラブの会員数の確保や、高齢者が自宅
で安全に暮らしていくためのサービス等を通じて、
高齢者が元気に暮らし続けられるまちを創っていく
ことが必要です。

課　題

前期基本計画    第２章　分野別施策の方針第３部
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主な取組
●　認知症に関する地域への啓発活動の実施
●　認知症高齢者や家族への支援
●　判断能力が低下した高齢者のための成年後見制度の利用推進

�
主な事業 認知症総合支援事業、認知症高齢者や家族への支援、成年後見制度利用支援事業

認知症との共生と予防、権利擁護の推進２

主な取組
●　�矢掛町国民健康保険病院やたかつま荘等を中心とした医療及び介護連携の

推進
●　高齢者の個別事案の分析による地域課題の抽出及び対策

�
主な事業 在宅医療・介護連携推進事業、地域ケア会議、協力医療機関連携強化事業

地域包括ケアシステムの構築、深化３

主な取組 ●　介護認定審査会の適正な運営
●　介護給付の適正化

�
主な事業 介護認定審査会、介護給付費等費用適正化事業

介護保険の適正な運営４

主な取組
●　シルバー人材センターや老人クラブを活用した高齢者の社会参加の推進
●　高齢者の見守り支援
●　タクシー利用の支援等による高齢者の移動支援

�
主な事業 高齢者地域福祉推進事業、高齢者見守り事業、福祉タクシー助成事業

高齢者の生活支援の充実５

主な取組 ●　町民主体の介護予防活動への支援
●　老人福祉センターの活用による高齢者の教養、福祉の増進

�
主な事業 地域ミニデイサービス事業、老人福祉センター事業

介護予防活動の推進１

関連する SDGs施策の展開
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基本
目標１　元気に暮らせる健康長寿のまち

施策の基本方針

適正医療を通じて　地域に必要とされる医療体制の持続を目指すまち
　町民が安心して適切な医療を受け続けることができるよう、町民との協働や矢掛病院の経営安定
化を通じて持続可能な地域医療体制の構築を目指します。

現状と課題

※�【ワークライフバランス】仕事（ワーク）とプライベートな生活（ライフ）の両方を調和させ、バランスを取ることで人
生全体の充実感や満足感を得ることを目指す考え方のこと。

関連する個別計画・条例等

●　矢掛病院経営強化プラン

関連施策分野 子育て・健康・福祉・医療

基本施策
１−６ 地域医療

　矢掛病院は、高齢化率40％を超える地域にあり、
一般的な複数の診療科と高度医療機器を有した「地
元の拠点病院」として機能しています。また、町内で
唯一の救急告示病院として町内救急搬送の８～９割
を受け入れています。

　 本病院 は、急性期 の 一般病床 と 併 せ て、サ ブ ア
キュート（亜急性期）機能としての地域包括ケア病床
と、高齢化に対応した長期療養の提供が可能な医療
療養病床を有しています。

　本病院は、併設の介護老人保健施設「たかつま荘」
や地元医療機関、介護施設、町との連携による地域
包括ケアシステムの構築を進めています。

現　状

　人口減少と少子高齢化が進む社会状況の中、町民
の理解を得ながら規模や機能の適正化と病院経営の
安定化を確保していくことが必要です。

　設備や機能の老朽化等に伴うハード面の整備につ
いて、今後の適正医療に即した内容となるよう検討
することが必要です。

　常勤医師については、不採算地区病院としての立
地性等不利な条件のもと、思うような確保につながっ
ておらず、確保に対する取組の継続が必要です。

　必要な他の医療職種についても、在籍職員の高年
齢化が進む中、働き方改革等ワークライフバランス
※に配慮しながら安定充足を目指すことが必要です。

課　題

前期基本計画    第２章　分野別施策の方針第３部
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主な取組 ●　近隣医療機関、介護施設等や保健行政との連携
�
主な事業 矢掛地域医療介護連携フォーラム事業、オープンクリニック事業

地域包括ケアシステムの推進２

主な取組 ●　持続的な医療提供のための常勤医療職の確保
�
主な事業 医師・看護師等医療職確保事業

医療職の適正確保３

主な取組 ●　適正規模・機能を有した医療体制の維持
�

主な事業 病院施設整備事業、医療機器等整備事業、院内電算システム整備事業、
経営強化プラン策定事業、BCP（事業継続計画）策定事業

医療体制の規模適正化１

関連する SDGs施策の展開
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基本
目標２　安全・安心で心地よいまち

施策の基本方針

地域の力で災害に強く　消防体制の充実した安全・安心で住み続けられるまち
　「自助」・「共助」・「公助」が連携し、災害に強く、消防体制の充実したまちづくりを目指します。

現状と課題

※１�【自主防災組織】「自らの命は自らで守る」「自らの地域は自らで守る」という「自助・共助」を担う、自主的に結成さ
れた地域の防災活動の中核となる組織のこと。

※２�【ハザードマップ】自然災害による被害の軽減や防災対策に使用する目的で、浸水想定区域や避難場所・避難経路
等の防災関係施設の位置等を表示した地図のこと。

関連する個別計画・条例等

●　地域防災計画　●　国土強靱化計画　●　業務継続計画　●　受援計画　●　消防団条例

関連施策分野 生活・環境・防災

基本施策
２−１ 防災・減災・消防

　自主防災組織※１率は、令和７（2025）年10月現
在86％を超え、防災士の会等と連携しながら地域防
災力の向上を図っています。

　迅速な情報伝達のための戸別受信機の貸与や、ハ
ザードマップ※２を全戸に配布しています。また、自
主防災組織や自治会と連携し、個別避難計画の作成
を進めています。

　平成30（2018）年西日本豪雨災害を受け、排水
施設（ポンプ及び水門）の新設や改修を行う等、水害
防止対策を推進しています。一方で、高齢化により
管理困難なため池が増加しています。

　井原地区消防組合と矢掛町消防団が連携して、予
防消防や迅速な消火活動に努めています。消防団は、
消火活動・水防活動のみならず、行方不明者の捜索活
動や自主防災組織への訓練指導等、地域の消防・防災
の中核的役割を担っています。

現　状

　自主防災組織を結成していない自治会等に組織化
を働きかけるとともに、災害時に適切に対応できる
ように、自主防災組織の活動の強化を図ることが必
要です。

　避難情報を迅速に伝えるとともに、避難所を地域
とともに運営できるように、地域との連携の強化を
図ることが必要です。また、避難行動要支援者が適
切に避難できる体制を築くため、地域や関係機関と
連携し、個別避難計画を作成することが必要です。

　浸水対策事業の更なる推進や、排水施設の維持管
理体制の確立が必要です。また、老朽ため池の改修
や、未利用ため池の廃止を推進することが必要です。

　井原地区消防組合の施設整備や維持管理の費用負
担が大きく、消防の広域化への調整等対応が必要で
す。また、消防団員数の減少と高齢化が進んでおり、
消防力維持のために団員の確保が必要です。

課　題

前期基本計画    第２章　分野別施策の方針第３部
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主な取組 ●　排水施設の適切な更新、管理の実施
●　対策が必要なため池の改修、廃止等の推進

�

主な事業 浸水対策事業、かんがい排水事業、
農業水路等長寿命化・防災減災事業（ため池廃止工事）、ため池整備事業

浸水・排水対策３

主な取組

●　初動消火体制の強化
●　火災予防の強化（出火予防の研究）
●　消防団員の加入促進
●　消防団員の活動しやすい環境づくりの整備
●　消防施設及び設備の適切な維持・更新

�
主な事業 情報配信メール、消防施設整備事業

消防力の充実、強化４

主な取組

●　地域防災力強化のための町内会や自治会に対する自主防災組織設立を促進
●　個別避難計画の作成に向けた支援
●　自主防災組織による自主的な防災訓練実施のための支援
●　町民の防災意識の高揚や自己備蓄の推進

�
主な事業 自主防災組織活動支援事業、防災士資格取得補助事業

町民や地域が主体となった防災・減災対策の推進１

関連する SDGs施策の展開

主な取組

●　災害用資機材の備蓄拡充及び町民による備蓄資機材の活用
●　備蓄資機材の適切な管理体制の構築
●　避難所運営における行政と町民の協働運営の促進
●　災害時の行政機能の低下を補うための受援体制の強化
●　災害時応援協定による自然災害への対応力強化

�
主な事業 受援体制整備、災害時協力・応援協定の締結

災害に強いまちづくり２
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基本
目標２　安全・安心で心地よいまち

施策の基本方針

地域で支え合い　安全・安心に暮らせるまち
　関係機関の連携による自主的な防犯活動や交通安全教育を推進するとともに、詐欺・消費者被害防
止の啓発と支援体制を強化し、町民一人ひとりが互いに支え合い、安心して暮らせる安全な地域社
会の実現を目指します。

現状と課題

※�【青色防犯パトロール】青色回転灯を装備する自動車を使用し、かつ、青色回転灯を点灯させて行う自主防犯パトロー
ルのこと。

関連する個別計画・条例等

●　シートベルト100％着用推進の町宣言　●　通学路交通安全プログラム

関連施策分野 生活・環境・防災

基本施策
２−２ 防犯・交通安全

　防犯協議会や防犯協議会地区分会に支援を行い、
自主的な防犯活動を促進しており、青色防犯パトロー
ル※隊等による児童生徒の登下校の見守り活動が実
施されています。

　交通安全教室や出前講座による意識啓発を行い、
交通事故防止に努めています。

　「通学路交通安全プログラム」に基づき、通学路の
危険箇所について、関係機関と連携し合同点検を実
施しています。

　不審者や特殊詐欺については、迅速な情報発信に
より、注意喚起や安全確保に努めています。

現　状

　防犯協議会地区分会の活動内容は、地域の実状に
差があることから、活動を強化するための連携や支
援を行うことが必要です。

　防犯に関する意識啓発や、多様化する消費者相談
等に対応するため、相談体制の強化や相談員の資質
向上が必要です。

　交通安全教育の中核を担う職員の資質・知識向上
が必要です。

　特殊詐欺について、被害に遭わないよう、警察か
らの情報を迅速に町民に伝えることが必要です。

課　題

前期基本計画    第２章　分野別施策の方針第３部
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関連する SDGs施策の展開

主な取組

●　交通安全意識の高揚
●　関係機関との連携による小・中学校の合同通学路点検の実施と改善の推進
●　高齢運転者による交通事故防止の推進
●　交通安全教育の中核となる職員の資質、知識向上

�
主な事業 交通安全教室、出前講座、交通安全施設整備事業、安全運転支援装置整備事業

交通安全意識の高揚・交通安全施設の整備２

主な取組 ●　自主防犯団体の活動支援と地域、学校、町の連携強化
●　地域の夜間犯罪等の未然防止

�
主な事業 防犯連絡協議会での連携、LED 防犯灯整備事業、出前講座

防犯意識の高揚・自主防犯団体の活動支援１

主な取組

●　特殊詐欺の迅速な情報提供の推進
●　特殊詐欺の被害防止や相談の重要性の理解及び意識啓発
●　全国消費生活情報ネットワークシステムを利用した相談体制の強化
●　岡山弁護士会と連携した相談体制の強化

�
主な事業 特殊詐欺等被害防止対策機器設置事業、出前講座、巡回無料法律相談

消費者被害の防止３
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基本
目標２　安全・安心で心地よいまち

施策の基本方針

安全で快適で　人と自然が調和する強じんなまち
　道路、橋りょう、河川、公園等の改良や適正管理により、安全で利便性の高い基盤整備や長寿命化
に取り組み、自然や景観に配慮した強じんなまちづくりを目指します。

現状と課題

関連する個別計画・条例等

●　橋りょう長寿命化計画　●　トンネル長寿命化修繕計画　●　総合運動公園長寿命化計画

関連施策分野 生活・環境・防災

基本施策
２−３ 道路・河川・公園

　本町の幹線道路は、町内を縦横に結ぶ町道が交通
の円滑化、地域の活性化を生み、町民の生活基盤を
支えています。

　本町の河川は、自然豊かな河川環境を有し、各種
用水に利用される等、暮らしと経済を支えています。
令和８（2026）年４月には小田川河川敷に「アウト
ドアヴィレッジやかげ」が開業する予定です。

　矢掛町総合運動公園は、施設の経年劣化が進行し
ています。

現　状

　円滑で安全、利便性の高い道路の新設・改良が求め
られているとともに、適切な管理や更新等の維持管
理の推進が必要です。また、景観や町並みに配慮し、
道路環境の質的向上を図ることが必要です。

　漏水や護岸の老朽化、河床の上昇等が進んでいる
ため、河川改修、しゅんせつ、護岸工事等の整備が必
要です。また、自然環境を保全するため、豊かな水辺
空間づくりへの取組が必要です。

　矢掛町総合運動公園施設の老朽化に対する安全対
策の強化及び計画的な改築・更新が必要です。

課　題

前期基本計画    第２章　分野別施策の方針第３部
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主な取組 ●　総合運動公園の施設長寿命化対策の実施
�
主な事業 総合運動公園施設長寿命化対策事業

都市公園の長寿命化対策の実施３

主な取組

●　他市町と連携した町道の整備推進
●　狭い道路の継続した整備
●　橋りょう、トンネル等道路施設の適切な管理の実施
●　岡山県と連携した農道の保全対策

�

主な事業
道路改良事業（道整備交付金事業、単町事業及び狭あい道路整備事業）、
橋りょう及びトンネルの点検及び改修事業、
農道整備事業

幹線道路、農道及び生活道路の整備１

関連する SDGs施策の展開

主な取組
●　河川の適切な管理、改修の実施
●　小田川の牧草地としての利用推進及び雑木伐採（県委託事業）の継続実施
●「おかやまアダプト※」推進事業（県事業）を通じた河川環境美化活動の推進

�

主な事業
緊急しゅんせつ推進事業、緊急自然災害防止対策事業、
リフレッシュ事業（県委託事業）、

「おかやまアダプト」推進事業（県事業）への協力

河川の管理及び改修の実施２

※�【おかやまアダプト】地域住民等の活動団体と行政が連携して美しいまちづくりを目指すプログラムで、認定を受け
た活動団体が定期的な清掃美化活動を行うこと。
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基本
目標２　安全・安心で心地よいまち

施策の基本方針

計画的な土地利用による　暮らしやすく持続可能なまち
　快適な居住環境や都市機能の集積による利便性向上を図り、暮らしやすく持続可能なまちづくり
を目指します。

現状と課題

※�【立地適正化計画】居住機能や都市機能の誘導により、都市全域を見渡し、持続可能な都市構造を目指す包括的な計
画のこと。

関連する個別計画・条例等

●立地適正化計画

関連施策分野 生活・環境・防災

基本施策
２−４ 土地利用

　人口減少や少子高齢化の進行を背景とし、持続可
能なまちづくりを推進するため、令和５（2023）年
３月に策定した「立地適正化計画※」に基づき土地利
用を推進しています。

　公共事業においては、既にある都市機能を最大限
に活かしつつ、都市構造再編集中事業など国による
支援制度の活用により、拠点性や利便性の向上に向
けた都市機能の集積・誘導を図っています。

現　状

　中心部における人口密度を確保し都市機能の存続
を図り、計画的な土地利用を推進していくために、
立地適正化計画の周知が必要です。

　都市機能誘導施設の維持や居住誘導区域内の人口
密度を確保するための施策の検討が必要です。

課　題

前期基本計画    第２章　分野別施策の方針第３部
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主な取組

●　新たに整備する公共施設の立地適正化計画に基づく適切な候補地選定
●　�都市機能誘導区域内における現存の都市機能誘導施設の維持と誘導区域内

への誘導を促すための区域内における助成等の検討
●　振興計画と連動した立地適正化計画の見直し

�
主な事業 新町営住宅建設事業

公共施設整備等施策の推進における誘導２

主な取組
●　官民連携による持続可能なまちづくりのための立地適正化計画の周知
●　�立地適正化計画に基づく届出制度による誘導区域外の開発行為や建築行為

の把握
�
主な事業 立地適正化計画に基づく届出制度

行政と町民、民間事業者への働きかけ１

関連する SDGs施策の展開
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基本
目標２　安全・安心で心地よいまち

施策の基本方針

公共交通で暮らしや交流を支える　住みやすく元気なまち
　鉄道やバス、タクシー等の公共交通を関係機関と連携して維持、充実させ、誰もが安心して移動でき、
暮らしやすさが広がる持続可能な地域交通の実現を目指します。

現状と課題

関連する個別計画・条例等

●　地域公共交通計画

関連施策分野 生活・環境・防災

基本施策
２−５ 公共交通

　井原鉄道の利用者数は、コロナ禍の減少から回復
傾向にありますが、依然としてコロナ禍前の水準ま
では回復していません。

　路線バスは、町内を運行する「ふれ愛バス」のほか
に、隣接する市町との間を結ぶ井笠バスカンパニー
と北振バスがありますが、いずれも利用者は減少傾
向にあります。

　タクシー事業者は２社あり、町内の大部分はどち
らかの営業所から5km 圏内（概ね10分以内に到達
できる範囲）に含まれています。本町では、定額タク
シー制度等、タクシーの利用料を助成する事業を実
施しています。

現　状

　町内全域で人口減少と高齢化が今後もさらに進行
すると予測される中、町民のニーズを踏まえ、誰も
が利用しやすく、それぞれの地域に合った公共交通
の運行形態、サービス内容等の検討が必要です。

　 各公共交通 に 係 る 利用促進制度 や 運行内容等、
様々な情報発信を行い、更なる公共交通の利用促進
対策が必要です。

　公共交通利用促進のために、関係機関で連携した
取組が必要です。

課　題

前期基本計画    第２章　分野別施策の方針第３部
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主な取組 ●　地域福祉バスの運行体系の見直し
●　マイナンバーカードを活用した定額タクシー事業の実施

�
主な事業 地域福祉バス運行事業、定額タクシー事業、福祉タクシー助成事業

地域に適した移動手段の確保２

主な取組

●　井原鉄道の適切なダイヤ設定等による町外への移動利便性の向上
●　鉄道や路線バスの利用促進のための利用者の負担軽減策の検討
●　タクシーの乗務員や車両等の実情に応じた運行体制の検討
●　公共交通に関する情報発信による認知度向上

�
主な事業 路線バス利用促進事業、バス乗り方教室事業

公共交通の運行効率化、利便性向上３

主な取組 ●　地域や他分野と連携した外出促進策の検討
●　地域公共交通会議での持続可能な公共交通施策の検討

�
主な事業 公共交通会議

町民や関係者の連携による持続可能な公共交通の実現４

主な取組 ●　町民の移動手段確保のための交通事業者に対する適切な支援
●　関係市町と連携した利用促進事業等の実施

�

主な事業 井原鉄道基盤設備維持費補助、生活バス路線維持費補助、
井原線振興対策協議会事業

公共交通の維持１

関連する SDGs施策の展開
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基本
目標２　安全・安心で心地よいまち

施策の基本方針

未来へつなぐ　みんなで創る持続可能なまち
　再生可能エネルギーの導入や省エネ行動の推進、ごみの削減、環境教育の充実を通じて、町民一人
ひとりが温室効果ガス排出量の削減に向けた取組を実践し、脱炭素社会の推進による持続可能な社
会の実現を目指します。

現状と課題

※�【４Ｒ】「リフューズ（Refuse：不要なものやごみになるものを受け取らない、使用しないことでごみになるもの自体
を発生させないこと）」「リデュース（Reduce：減らす）」、「リユース（Reuse：繰り返し使う）」、「リサイクル（Recycle：
再生して使う）」のこと。

関連する個別計画・条例等

●　地球温暖化対策実行計画（事務事業編）
●　地球温暖化対策実行計画（区域施策編）
●　一般廃棄物処理基本計画

関連施策分野 生活・環境・防災

基本施策
２−６ 脱炭素社会

　地球温暖化対策として、地球温暖化対策実行計画
（事務事業編）・（区域施策編）を策定し、将来の目標
を定め事業を進めています。

　温室効果ガスの排出抑制を図ることを目的に、家
庭の省エネルギー設備の導入を推進しています。

　環境負荷軽減を図るため、一般廃棄物の４Ｒ※等
ごみの減量化に取り組んでいます。

　町民の環境問題、地球温暖化問題への意識啓発を
目的に環境フェアや小学校での環境学習に取り組ん
でいます。

現　状

　令和32（2050）年のカーボンニュートラルに向
けて、省エネルギーと再生可能エネルギー等を普及
させる取組を町民、事業者と協力した推進が必要で
す。

　温室効果ガス排出量削減のため、家庭系や事業系
のごみの排出量をさらに減らすとともにプラスチッ
ク等の資源化を推進することが必要です。

　地球温暖化問題に対する町民の認識をさらに高め
ることが必要です。

課　題

脱炭素社会とは
二酸化炭素を

できるだけ出さない
社会のこと

前期基本計画    第２章　分野別施策の方針第３部
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主な取組 ●　ごみの発生抑制や分別の周知等による環境負荷の低減の推進
●　ごみ処理の広域化による効率的な施設運営

�
主な事業 ごみ適正処理事業、ごみ減量化事業、広域ごみ処理事業、指定ごみ袋制度

ごみの適正処理と減量化２

主な取組 ●　幼少期からの環境教育推進及び人材育成
●　環境フェア等環境問題について学ぶ機会の充実

�
主な事業 環境フェア、ケータイ分解教室

地球環境問題への理解の促進３

主な取組
●　再生可能エネルギーの導入促進
●　省エネ機器への買い替え、建物の省エネ、電気自動車の導入推進
●　町民、事業所等に対する環境に配慮した行動や事業活動の啓発

�

主な事業 スマートエネルギー導入促進事業、地球温暖化対策推進協議会、
高梁川流域カーボンニュートラル研究会

温室効果ガスの削減１

関連する SDGs施策の展開

55

第
１
部　

計
画
の
策
定
に
あ
た
っ
て

第
２
部　

基
本
構
想

第
３
部　

前
期
基
本
計
画

資
料
編



基本
目標２　安全・安心で心地よいまち

施策の基本方針

みんなで守る　安心で快適な環境のまち
　生活環境や自然環境の保全活動により良好な生活環境を維持し、自然と共生する安心で快適なま
ちづくりを目指します。

現状と課題

関連する個別計画・条例等

●　クリーンな町宣言　●　地球温暖化対策実行計画（事務事業編）
●　地球温暖化対策実行計画（区域施策編）　●　一般廃棄物処理基本計画

関連施策分野 生活・環境・防災

基本施策
２−７ 環境保全

　本町では、平成４（1992）年に「クリーンな町宣言」
を制定しました。

　不法投棄対策として、環境パトロール巡視員を配
備し、定期的な巡視とごみの回収を行っています。
また、不法投棄の多い場所等には看板を設置し抑制
を図っています。

　特定外来生物ナガエツルノゲイトウが発生してお
り、駆除、防除の対応が必要となっています。

　町内主要河川の水質について、定期的に水質検査
を実施し、監視しています。

現　状

　ごみの不法投棄の未然防止及び早期発見のため、
パトロールの強化や看板設置等引き続き不法投棄撲
滅に取り組んでいくことが必要です。

　生態系の保護や町民の生活を守るため、特定外来
生物の侵入・定着の防止や早期の発見・対応等の対策
が必要です。

課　題

前期基本計画    第２章　分野別施策の方針第３部
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主な取組
●　環境巡視パトロールの実施
●　町内一斉清掃の実施や各地区環境衛生協議会による家庭大型ごみ収集の実施
●　環境美化活動の推進

�

主な事業 環境巡視パトロール、町内一斉清掃、家庭大型ごみ収集、
飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助、スズメバチ駆除費補助

生活環境保全、環境美化の推進１

関連する SDGs施策の展開

主な取組
●　町内河川等の水質検査の定期的な実施
●　�国・県・関係機関と連携した、特定外来生物の防除・駆除対策の実施と、早期

発見や侵入防止のための町民への普及啓発活動の実施
�
主な事業 水質検査、特定外来生物対策

自然環境保全の推進２
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基本
目標２　安全・安心で心地よいまち

施策の基本方針

安全・安心な上下水道サービスの提供による快適で心地よいまち
　上下水道事業の安定的、持続的な運営により、災害時にも安全で安心な水の安定供給や生活環境
を確保できるよう、施設の耐震化や長寿命化を目指します。

現状と課題

関連する個別計画・条例等

●　水道事業ビジョン（経営戦略）　●　クリーンライフ100構想
●　下水道事業経営戦略　●　上下水道耐震化計画

関連施策分野 生活・環境・防災

基本施策
２−８ 上・下水道

　水道事業については、施設の更新を進め、水道水
の安定供給に努めています。

　下水道事業については、施設の統合や長寿命化を
進め、安定した汚水処理による生活環境の維持に努
めています。

　人口減少等による料金収入の減少等により、上下
水道事業の経営は非常に厳しい状況となっており、
また将来の施設更新等に備えるため、上下水道料金
の改定を行うこととしました。

現　状

　水道事業については、安全で安心な水を継続供給
するため、老朽管路や老朽施設の耐震更新を続けて
いくことが必要です。

　下水道事業については、安定した下水処理を継続
していくため、施設の統合や長寿命化を進めていく
ことが必要です。

　DX の推進等による事業の効率化を進めるととも
に、状況に応じて上下水道料金の見直しを進めてい
くことが必要です。

課　題

前期基本計画    第２章　分野別施策の方針第３部
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主な取組 ●　農業集落排水の公共下水道への統合
●　下水道施設の長寿命化

�
主な事業 農業集落排水施設統合事業、公共下水道ストックマネジメント事業

下水道施設の統合・長寿命化２

主な取組 ●　DX の推進と定期的な上下水道料金の見直し
�
主な事業 上下水道事業経営審議会

安定した経営３

主な取組 ●　老朽管路の更新
●　中央配水池等の耐震化

�
主な事業 老朽管更新事業、中央配水池改修事業

水道施設等の更新１

関連する SDGs施策の展開
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基本
目標２　安全・安心で心地よいまち

施策の基本方針

安全・安心で　快適な住環境が充実したまち
　単身世帯の増加等変化する住宅需要に対応した公営住宅を計画的に更新するとともに、増加する
空家等の活用や除却に対する支援を継続し、快適な住環境の確保を目指します。

現状と課題

関連する個別計画・条例等

●　町営住宅等長寿命化計画　●　空家等対策計画　●　空家等の適切な管理に関する条例

関連施策分野 生活・環境・防災

基本施策
２−９ 住宅・住環境

　町営住宅122戸、特定公共賃貸住宅69戸、定住促
進住宅60戸を管理しています。

　町内に増加している空家等に関しては、空家等対
策の推進に関する特別措置法及び空家等対策計画に
基づき、所有者に対する適正管理の呼びかけや、改修、
除却の補助を実施しています。

　個人住宅については、定住促進助成金や住宅リ
フォーム補助金により、住環境の保持を行っていま
す。

　昭和56（1981）年５月以前に旧耐震基準で建て
られた木造２階建て以下の住宅に対し、耐震診断及
び耐震改修の普及啓発を行い、耐震化を推進してい
ます。

現　状

　耐用年数を経過した町営住宅が多く、現入居者の
移転も見据えた新たな住宅の整備が必要です。また、
定住促進住宅では約半数が外国人の入居となってお
り、外国人入居者への適切な支援が必要です。

　令和５（2023）年度に実施した空家調査結果によ
る と 町 内 の 空 家 総 数 は 1,021 戸 で、平 成 28

（2016）年度調査から262戸増加しています。また、
建物や敷地の管理がなされていない空家等に関する
相談件数は年々増加しています。所有者の特定に民
間事業者との連携の模索や除却補助金を活用した所
有者による対策の促進が必要です。

　住環境の保持を目的とした個人住宅への支援の継
続が必要です。

　耐震診断の実施件数は低く、さらに診断を実施し
ても耐震改修につながっていない状況となっており、
耐震改修の補助金の拡充等、耐震化の向上につなげ
るための施策の見直しが必要です。

課　題

前期基本計画    第２章　分野別施策の方針第３部
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主な取組
●　空家等対策計画に基づく管理不全空家等の所有者による適切な管理の促進
●　特定空家等及び管理不全空家等の除却に関する補助制度の周知
●　空家対策の早期解決のための民間事業者との連携等の検討

�
主な事業 管理不全空家等対策事業補助、特定空家等除却補助

空家等の適正な管理の促進２

主な取組 ●　個人住宅の新築や改修に対する継続的な支援
�
主な事業 定住促進助成、住宅リフォーム補助

個人住宅への支援３

主な取組 ●　耐震診断、耐震改修及び部分耐震改修の制度拡充の検討、周知
●　地震に関する啓発の推進

�
主な事業 建築物耐震診断等事業費補助、木造住宅耐震改修事業費補助

耐震改修の普及啓発４

主な取組 ●　町営住宅の統合建替の実施
●　耐用年数を超過した既存町営住宅の除却

�
主な事業 新町営住宅建設事業、既存町営住宅除却事業

町営住宅の建替１

関連する SDGs施策の展開
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基本
目標３　歴史・文化のかおる教育のまち

施策の基本方針

ふるさとやかげを愛し　しなやかで　たくましい　子どもを育成するまち
　一人ひとりの成長や地域とともにある学びを進める中で、児童生徒が未来を切り拓いていく力を
育成できる教育を目指します。

現状と課題

※１�【教育支援員】幼稚園、小・中・高等学校に在籍する障がいのある児童生徒に対して、学校での日常生活動作の介助
や学習活動上のサポートを行う職員のこと。

※２�【教師業務アシスタント】教師が一層児童生徒への指導や教材研究等に注力できるよう、教師の業務の支援に従事
し負担軽減を図る支援員のこと。

※３�【ICT 支援員】学校における教員の ICT 活用（例えば、授業、校務、教員研修等の場面）をサポートする支援員のこと。

関連する個別計画・条例等

●　教育大綱　●　教育行政施策　●　こども計画
●　架け橋プログラム（年長児から小学１年生への滑らかな接続を目指したプログラム）

関連施策分野 教育・文化・スポーツ

基本施策
３−１ 学校教育

　幼児期の生活から小学校への移行期に、学びのス
タイルや環境の違いによるギャップが生じやすい状
況にあります。

　いじめや不登校の未然防止・解決のために専門職
の学校への派遣や、自立応援室や教育支援センター
を設置しています。

　全国及び岡山県の学力調査の平均正答率は、学年
によってばらつきがあるものの、中学生は全国平均
より高い傾向にあります。

　教育支援員※１、教師業務アシスタント※２、ICT 支
援員※３等の配置により、教員が子どもと向き合う時
間の確保に努めています。

　各小学校の児童数が減少傾向で、複式学級が発生
しており、小学３年生以上の学年で合同授業・合同活
動を実施しています。

現　状

　保育・幼児教育と小学校教育の円滑な接続が必要
です。

　不登校児童生徒数に寄り添ったきめ細やかな相談・
支援体制や、多様な学びの場の充実が必要です。

　主体的で対話的な深い学びにつながる授業改善の
定着と、授業と家庭学習とを結びつけた取組を学校
全体で実践することが必要です。

　学力・授業力の向上と、いじめ・不登校等への対応
のため、端末活用を進めつつ、教員負担の軽減と子
どもと向き合う時間の確保を継続する必要がありま
す。

　学校規模の適正化に向け、条件整備や体制整備等
を進める必要があります。

課　題

前期基本計画    第２章　分野別施策の方針第３部
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主な取組
●　基礎・基本の徹底と学びに向かう力の育成
●　主体的、対話的で深い学びを目指した授業改善の推進
●　一人一台端末を活用した個別最適な学びと協働的な学びの充実

�

主な事業 学力向上検討委員会、学力調査、授業改善を目指した学校訪問、
教育情報化優良校認定、デジタル・シティズンシップ教育、夢育、論語教育

主体的で対話的な授業づくりと確かな学力の定着３

主な取組 ●　合同授業の充実等、小規模校のメリット、デメリットを踏まえた取組の推進
●　学校規模の適正化を進めるための体制整備

�
主な事業 合同授業、小中連携、学校規模の適正化に向けた委員会等の設置

現状や課題を踏まえた学校規模の適正化５

主な取組
●　保育園・こども園・小学校の連携の推進
●　保育園・こども園・小学校の系統的な英語学習を通じた興味・関心の深化
●「心豊かに遊びこむ」幼児教育の推進

�

主な事業
年長児と小学生との交流事業、架け橋プログラムの推進、子ども支援会議、
保育士の育成支援、教育支援員の配置、
英語指導助手による YAKAGE PLAN

幼児教育の充実１

関連する SDGs施策の展開

主な取組
●　不登校・いじめ等に対応する相談・支援体制の充実
●　自立応援室・教育支援センター等を通じた不登校児童生徒への支援
●　町内保育園・こども園・小学校・中学校・高校の連携

�

主な事業
不登校対策連絡協議会、いじめ問題対策連絡協議会、
スクールカウンセラーの配置、スクールソーシャルワーカー配置、
教育支援員の配置、自立応援室、教育支援センター、
端末を活用した心の健康観察、学校安全研修会、矢掛高校魅力化支援

全ての子どもにとっての安全・安心な学校づくり２

主な取組
●　校務の DX 化等を通じた教職員の働き方改革の推進と教育の質の向上
●　�矢中矢高合同部活動の安定的な運用による平日・休日の部活動の地域展開

の推進
●　学校と地域がそれぞれの役割を共有しながらの連携

�

主な事業 ICT ツールの活用、ICT 支援員の配置、校務員の配置、矢中矢高合同部活動、
学校運営協議会

教員が子どもと向き合う時間の確保４
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基本
目標３　歴史・文化のかおる教育のまち

施策の基本方針

子どもたちが安心して学ぶことのできる学校環境が充実したまち
　学校施設等の維持、更新や安全な通学環境を整えるとともに、学校給食共同調理場の施設、設備を
更新し、子どもたちが快適に学ぶことができる学校環境の整備を推進します。

現状と課題

※�【PDCA サイクル】「Plan（計画） → Do（実行） → Check（評価） → Action（改善）」という一連のプロセスを繰り
返し行うことで、業務等の改善や効率化を図る考え方のこと。

関連する個別計画・条例等

●　教育大綱　●　教育行政施策　●　学校施設長寿命化計画　●　通学路交通安全プログラム

関連施策分野 教育・文化・スポーツ

基本施策
３−２ 学校環境

「学校施設長寿命化計画」を策定し、学校施設の長寿
命化について検討しています。

　通学路の安全確保のため、関係機関が合同で点検
を実施するとともに、対策実施後の効果把握、対策
の改善、充実を図る取組を PDCA サイクル※として
繰り返し実施しています。

　安全・安心な学校給食を提供するため、調理場改修
及び設備更新等に取り組んでいます。また、栄養教
諭による児童生徒への食育やアレルギー対応を実施
するとともに地場産物の使用にも努めています。

現　状

　多くの施設で築後30年が経過しており、計画的な
改修・更新と費用の平準化、長寿命化が必要です。

　児童生徒、保護者、町民の情報を受け、通学路安全
推進会議が主体となって合同点検を行い、通学路の
実態把握や安全対策を継続することが必要です。

　調理場の計画的整備と、食育、食物アレルギーへ
の対応、地場産物使用率の維持が必要です。

課　題

前期基本計画    第２章　分野別施策の方針第３部
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主な取組 ●　合同点検を必要とする通学路安全点検箇所の整理と安全対策の実施
●　通学路の安全対策実施後の評価、見直しを通じた安全性の向上

�
主な事業 通学路安全点検（合同点検）

安全・安心な通学路の確保２

主な取組

●　学校給食施設、設備の計画的な整備
●　総合的な学習の時間等における食に関する指導や個別的な指導の充実
●　�健康維持に必要な栄養量の確保と安全な地場産物の使用による献立内容の

充実
●　�学校給食食物アレルギー対応委員会での情報共有やアレルギー対応マニュ

アルの徹底等を通じた安全・安心な給食の提供
�

主な事業 学校給食共同調理場施設等管理、食育の推進、
学校給食食物アレルギー対応委員会、地産地消の推進

安全・安心な学校給食の提供３

主な取組

●　個別最適な学びと協働の学びの実現に向けた教育環境の整備
●　�児童生徒の安全で快適な学習環境の確保や非常災害時の地域コミュニティ

の拠点等質の高い教育活動と地域安全に配慮した適切な施設管理
●　子どもたちが安全に遊べる環境を維持するための学校遊具の定期点検実施

�

主な事業 学校施設等管理・更新、施設の長寿命化、児童・生徒用タブレット等の更新、
小学校遊具定期点検

安全・安心な学校施設等の整備１

関連する SDGs施策の展開
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基本
目標３　歴史・文化のかおる教育のまち

施策の基本方針

学びや人とのつながりを通じたウェルビーイングのまち
　多様で豊かな学びを通じて、幸福感や生きがいを醸成するとともに、学んだことを個人の生活や
地域の活動に活かし、人づくり・地域づくりにつなげます。

現状と課題

関連する個別計画・条例等

●　教育大綱　●　教育行政施策　●　公民館条例

関連施策分野 教育・文化・スポーツ

基本施策
３−３ 生涯学習

　生涯学習の推進として「まちづくり出前講座」を
実施しています。毎年メニューの見直しを行いなが
ら、旬な内容を取り入れ、いきいきサロンや学校・園
から多く活用されています。

　地域との関わりにより子どもたちの自己肯定感を
高め、地域の教育力の向上を図っています。

　複雑かつ多様化する家庭教育の支援を行うために、
親育ち応援学習講座に取り組んでいます。

　子どもたちが、まちづくりや国際社会について考え、
行動する機会を設けています。

　各地区公民館においては、地域の特色を活かしな
がら、交流の場、学びの場となるよう各種事業に取
り組んでいます。施設については、バリアフリー整
備を進めています。

現　状

　「まちづくり出前講座」の講師は町職員に限らず、
まちづくりを進めている団体や町民の方々とともに
実施する等、学んだことを活かす体制づくりが必要
です。

　各学校と地域が連携し、熟議等の話し合いの場を
通じ、目指すビジョンの共有を進めることが必要で
す。

　保護者や家族はもちろん、地域ぐるみで家庭教育
や居場所づくりの充実を図ることが大切です。

　子どもたちが、まちづくりや国際社会を自分事と
して捉え、主体的に行動・挑戦できるよう、機会の充
実と人材の育成が必要です。

　各地区公民館の持続的可能な運営に向けて、事業
等の見直しと、若年層をはじめ、誰でも気軽に利用
しやすい居場所づくりや老朽化への対応が必要です。

課　題

前期基本計画    第２章　分野別施策の方針第３部
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主な取組 ●　学校運営協議会と地域学校協働活動の一体的な推進
●　社会全体で子どもを育てる環境づくり

�

主な事業 やかげ愛カリキュラム、水曜日学習会、地域ボランティアによる教育支援、
地域等で活躍する団体・個人の表彰

学校、家庭、地域の協働推進及び地域教育力の向上２

主な取組 ●　子育てについて学び合い、親として育ちあう交流機会の推進
●　親子のふれあいや三世代交流を通じた孤立感の解消

�

主な事業 親育ち応援学習講座、家庭教育学級、
各地区公民館におけるふれあい交流活動、明るい家庭づくり作文

家庭教育の充実３

主な取組
●　子どもたちがまちづくりについて提案できる機会の創出
●　地域社会に貢献することができる人材の育成
●　異文化交流を通じた国際理解や広い視野で夢やビジョンを育む人材の育成
●　青少年の放課後の居場所や自主的な学びの場の創出

�

主な事業
やかげ中高生議会、二十歳のつどい、
中高生ボランティア活動、青少年海外派遣、えいごであそぼう、
イングリッシュ・デイ、矢中矢高合同部活動

夢や目標を育む教育の推進（青少年の健全育成）４

主な取組
●　�「つどい」「まなび」「つながる」及び「共に過ごす」地域の家としての交流・憩

いの場づくり
●　世代を超えたふれあい交流の推進
●　持続可能な運営を目指した事業等の見直し及び次世代による企画運営

�

主な事業
各地区の特色を活かした事業実施、
三世代交流、夏休み等学習会、地域防災活動、
中高生ボランティアによる企画運営、若年層が参加しやすいイベント
老朽化に対応した施設改修

地区公民館を拠点とした人づくり、つながりづくり５

主な取組 ●「まちづくり出前講座」による学びの場の提供と参画意識の醸成
●　暮らしに役立つ様々な分野の学びや活動の推進

�

主な事業 まちづくり出前講座、寿大学、デジタル格差解消のためのスマホ教室、
各施設における各分野の学習、各種団体や企業との連携

暮らしを豊かにする生涯学習の推進１

関連する SDGs施策の展開
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基本
目標３　歴史・文化のかおる教育のまち

施策の基本方針

幅広い世代に開かれた文化芸術のまち
　町民の文化芸術に対する理解や関心を高め、幅広い世代の自主的な活動と文化施設の活用を促進し、
文化芸術活動を担う人づくりを推進します。

現状と課題

関連する個別計画・条例等

●　教育大綱　●　教育行政施策　●　文化センター設置条例　●　図書館設置条例
●　郷土美術館設置条例

関連施策分野 教育・文化・スポーツ

基本施策
３−４ 文化芸術

　文化センターでは、音楽・文化団体との連携により、
趣向を凝らした企画・イベントを多数開催していま
す。

　図書館では、特集本の展示やイベントの開催によ
り、図書館利用のきっかけづくり、読書活動の推進
を行っています。また、学校に司書を派遣し、学校の
図書館教育の支援を行っています。

　美術館では、矢掛町ゆかりの芸術家の顕彰、企画展、
特別展を開催するとともに、町民の作品発表の場を
提供しています。また、小学校との連携事業により、
小学生が美術館を訪れる機会を提供しています。

現　状

　幅広い年代層の多様なニーズに応じたイベント企
画や、音楽・文化団体の自立した運営に向けての支援
が必要です。また、長寿命化計画に基づく施設改修
が必要です。

　図書館では、継続的な読書活動を推進するため、
学校との連携や中高生向けのイベント企画の充実が
必要です。

　美術館では、中高生に気軽に来館してもらえるよ
う、矢中矢高合同部活動や中高生の作品発表の場と
して美術館を提供する等の工夫が必要です。また、
施設老朽化に対応した改修が必要です。

課　題

前期基本計画    第２章　分野別施策の方針第３部
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主な取組 ●　幅広い年代層の利用者に対応した取組による図書館利用の推進
●　読書活動を通した自己肯定感、思考力、表現力の育成

�

主な事業 各種図書館イベント、読み聞かせボランティアと連携した出前講座、
自習スペース利用促進、図書館司書派遣事業

図書館利用の活性化２

主な取組
●　郷土ゆかりの作家の顕彰及び魅力ある展覧会の開催
●　貴重な芸術作品にふれる機会の創出
●　町民による芸術活動発表の場としての施設の利用促進

�

主な事業
魅力ある常設展・企画展・特別展
小学校との連携事業（対話型鑑賞会、学芸員出前授業）、
町民ギャラリーの利用促進、矢中矢高合同部活動、老朽化に対応した施設改修

身近な美術館としての文化芸術活動の振興３

主な取組

●　�文化センターにおける幅広い年代層のニーズに対応した文化芸術イベント
の推進

●　町民による自主的な活動と文化施設の活用促進
●　文化芸術活動を担う人づくりの推進

�

主な事業 様々なジャンルや音楽・文化団体と連携したイベント、チケットのオンライン
販売、長寿命計画による施設改修、おかやま矢掛本陣文学賞

文化芸術の振興１

関連する SDGs施策の展開
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基本
目標３　歴史・文化のかおる教育のまち

施策の基本方針

文化財の魅力化を推進し　次世代へ継承するまち
　地域の伝統行事や文化財の魅力を引き出し、適切な保存、活用を通じた情報発信を積極的に行い、
次世代への歴史文化の継承と世代間交流を促進します。

現状と課題

※１�【重要伝統的建造物群保存地区】日本の文化財保護法に規定する文化財種別のひとつ。日本の市町村が条例等によ
り決定した伝統的建造物群保存地区のうち、文化財保護法に基づき、国（文部科学大臣）が選定した地区のこと。

※２�【SNS】ソーシャルネットワーキングサービス（Social Networking Service）の略称。オンライン上で人々が
つながり、情報を共有するためのプラットフォームのこと。

関連する個別計画・条例等

●　教育大綱　●　教育行政施策　●　文化財保存活用地域計画
●　矢掛宿伝統的建造物群保存地区保存活用計画
●　矢掛宿伝統的建造物群保存地区防災計画

関連施策分野 教育・文化・スポーツ

基本施策
３−５ 文化財

　国・県・町指定の重要文化財や重要伝統的建造物群
保存地区※１等、多様な歴史文化資源を有しています。

　宿場町の町並みや地域独自の歴史文化が町民に深
く認識されており、「矢掛らしさ」として高く評価さ
れています。

　文化財の価値や存在そのものが町民の間で十分に
共有されておらず、身近すぎるがゆえに関心が薄れ
ている面もあります。

　教育面では、学校や公民館、地域行事等を通じ、子
どもから大人までが文化や郷土を学ぶ機会が確保さ
れています。

　文化財保存と活用の方向性を整理し、今後10年間
の方針を示すマスタープランの策定を進めています。

現　状

　文化財の修理や保存に必要な資金や専門知識の確
保、個人所有文化財の管理負担の軽減等、保存・活用
に向けた行政支援や地域組織の連携強化が必要です。

　文化財の価値を町民で共有し、観光振興との両立
も含め、地域内の合意形成が必要です。

　文化財の価値認識や保存意識の共有を高める取組
が必要です。

　文化財の維持管理や地域行事の継承を担う人材の
不足に対応し、継承人材の育成・支援が必要です。

　説明看板やリーフレット等による情報発信、SNS※２

を用いた新たな広報体制の整備とマスタープランに
基づく、保存・活用の計画的推進が必要です。

課　題

前期基本計画    第２章　分野別施策の方針第３部
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主な取組
●　文化財を柱とした学校教育や社会教育の場での地域教育の推進
●　SNS 等を活用した町内外への情報発信
●　本町の歴史と文化財を学ぶ施設設置の検討

�

主な事業
まちづくり出前講座、古文書講座、町並み写生大会、
学校教育・社会教育での学習機会の充実、説明・案内看板設置、
伝建通信等での情報発信、博物館等の設置検討

郷土の文化財について情報発信２

主な取組
●　行政、町民、関係団体との連携体制による文化財の利活用の推進
●　文化財の担い手の支援
●　専門職員の配置及び資質の向上

�

主な事業 文化財保存活用協議会（仮称）の設立、歴史文化的資源保存活用事業、
県や近隣市町・関係機関との連携

文化財を守り活かす体制づくり３

主な取組

●　矢掛宿伝統的建造物群保存地区保存活用計画に基づく制度運用
●　矢掛宿伝統的建造物群保存地区防災計画に基づく防災対策
●　全国伝統的建造物群保存地区協議会による伝建地区同士のつながりの活用
●　他地区の事例を参考とした制度内容の改善

�

主な事業 現状変更許可申請事務、伝統的建造物群保存地区保存審議会、
修理修景事業、景観向上整備事業の新設

伝統的建造物群保存地区の制度運用４

主な取組
●　各分野の調査による文化財の把握と評価
●　各文化財の特性に応じた保存と活用
●　観光、産業関連部局、団体と連携した文化財の地域資源化と地域活性化

�

主な事業

遺跡発掘調査、石造物や古文書等課題に応じた調査
補助制度の見直し、
防犯・防災対策事業、文化財保護委員会、
指定文化財の保存修理、管理指導助言

文化財の保護及び活用の充実１

関連する SDGs施策の展開
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基本
目標３　歴史・文化のかおる教育のまち

施策の基本方針

誰もが気軽にスポーツ・レクリエーション活動に参加することができるまち
　スポーツを通じた人づくり、健康づくり、地域づくりの輪を広げ、生涯にわたりスポーツを身近に
感じることができるよう、町民のライフステージに応じたスポーツ活動を推進します。

現状と課題

※�【総合型地域スポーツクラブ】地域の学校や公共スポーツ施設を拠点に地域が主体となって運営され、子どもから高
齢者まで、身近なところでスポーツを気軽に楽しむことができるスポーツクラブのこと。

関連する個別計画・条例等

●　教育大綱　●　教育行政施策　●　Ｂ＆Ｇ海洋センター条例
●　Ｂ＆Ｇ海洋センター個別施設計画　●　都市公園条例　●　社会体育施設設置条例

関連施策分野 教育・文化・スポーツ

基本施策
３−６

スポーツ・
レクリエーション

　総合型地域スポーツクラブ※とタイアップし、子
どもから高齢者まで誰もが気軽に参加することがで
きるスポーツ・レクリエーション活動を推進し、健康
増進や参加者相互の親睦を図っています。

　研修会を開催し、適切な指導・助言ができる指導者
の育成を図っています。

　各スポーツ施設の整備を計画的に行い、安全・安心
なスポーツ環境を提供しています。

　令和７（2025）年度から「やかげ型地域クラブ移
行　矢中矢高合同部活動」を本格稼働しています。
矢掛中学校の生徒は選択の幅が広がり、矢掛高校の
生徒との活動で、相乗効果が得られています。

　平日の部活動やクラブにおいて、指導者の確保が
困難です。

現　状

　スポーツ推進委員会、スポーツ少年団、体育協会
等の関係団体と連携し、町民のニーズに合ったイベ
ントを継続的かつ持続的に開催できる工夫が必要で
す。

　指導力向上に向けた研修会の開催を通じて、個々
の能力に応じた指導法を学び、大会や教室で助言が
できる人材の育成が必要です。

　各スポーツ施設については、個別施設計画等を基
に、年次的に整備が必要です。

　スポーツクラブと教育委員会、また、中学校、高校
が連携し、活動場所と指導者を安定的に確保しなが
ら、部活動の地域展開を進める必要があります。

　町のホームページや広報紙等で募集を行い、人材
を確保する必要があります。

課　題

前期基本計画    第２章　分野別施策の方針第３部
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主な取組 ●　指導者の資質向上に向けた研修の充実
●　指導者の資格取得を支援する研修会等の情報提供

�

主な事業
合同部活動クラブ指導員連絡会・研修会、
スポーツ少年団指導者育成会合同研修会、
スポーツ推進委員会地区研修会

適切な指導、助言ができる指導者の育成２

主な取組 ●　合同部活動の地域展開の円滑な推進
�

主な事業 矢掛中学校と矢掛高校との連携、活動場所の確保、指導者の確保、
研修会実施、指導者間での情報共有

スポーツを通した地域づくりの推進４

主な取組
●　町民の健康推進及び参加者相互の親睦を目的とした取組の推進
●　�各関係団体と連携した継続的なスポーツ・レクリエーション活動の企画・運

営の推進
�

主な事業 Ｂ＆Ｇ海洋センター・やかげスポーツクラブによる各種イベント、
矢掛本陣マラソン大会、水泳教室、まちづくり出前講座、飛脚駅伝大会

スポーツ・レクリエーション活動の推進１

関連する SDGs施策の展開

主な取組 ●　スポーツ、レクリエーション、野外活動を通じた子どもの健全育成の推進
�

主な事業 様々な体験や活動ができる場の確保・提供、
長寿命化計画に基づく各施設の計画的な整備

体験を通じた成長の推進３
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基本
目標４　活力ある産業が「交流」を生むまち

施策の基本方針

農業の振興でにぎわうまち
　意欲ある農業者への農地集積・集約、担い手の確保・育成、高収益作物への転換等により、基幹産業
である農業の多面的機能の維持や産地ブランド化の推進により農業の振興を図ります。

現状と課題

※【有害鳥獣】鳥類または哺乳類に属する野生動物のうち、農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣のこと。

関連する個別計画・条例等

●　農業ビジョン　●　農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想
●　地域計画　●　農業振興地域整備計画　●　森林整備計画

関連施策分野 農林・商工・観光

基本施策
４−１ 農林業

　「意欲ある農業者への農地の集積、集約」「担い手
の確保、育成」「高収益作物への転換」という３つの
方向性で取組を進めています。また、鳥獣害防止、軽
減に努めています。

　担い手の確保・育成や特産品への支援を行ってい
ます。

　リーキやズッキーニ等のイタリア野菜等のブラン
ド化や販路拡大を推進しています。

　放置された森林の増加により、災害発生や鳥獣被
害の増加が懸念されています。

　生産基盤の適正な維持管理を支援していますが、
農業者の減少や生産施設の老朽化等、農村環境の悪
化が懸念されています。

現　状

　意欲ある担い手への農地の集積・集約や、中山間地
域等直接支払交付金等の活用により、耕地の維持・規
模拡大の支援が必要です。また、有害鳥獣※による被
害対策の更なる推進が必要です。

　高齢化等により担い手が減少しているため、新規
就農への支援が必要です。

　農家の収益性確保のため、新たな特産品の開発や
ブランド化の支援が必要です。

　林業経営者の減少による森林荒廃への対応が必要
です。

　農業生産活動を持続可能とするため、農村生産基
盤の整備が必要です。

課　題

前期基本計画    第２章　分野別施策の方針第３部
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主な取組 ●　新規就農者の確保及び育成
●　特産品生産への支援

�

主な事業 新規就農者相談会等参加、干柿等生産振興事業補助、小菊振興事業補助、
農業振興対策基金各種事業

担い手の確保・育成２

主な取組 ●　水田を活用した高収益作物の栽培支援
●　イタリア野菜のブランド化推進

�
主な事業 イタリア野菜生産振興事業、経営所得安定対策等推進事業

高収益作物への転換３

主な取組 ●　森林経営管理制度の推進
●　小規模造林の支援による適正な森林保全の推進

�
主な事業 森林環境譲与税事業、造林補助事業、火入れ条例制度

林業の振興４

主な取組
●　農村生産基盤整備の推進
●　�地域による農地の維持、保全や農業用施設等の資源向上活動（長寿命化）の

推進
�

主な事業 農地中間管理機構関連農地整備事業、小規模土地改良事業、
水利施設等保全高度化事業、土地改良事業、多面的機能支払交付金事業

農村生産基盤の整備５

主な取組

●　経営規模拡大の促進
●　農地の荒廃防止
●　農業生産活動への支援
●　鳥獣による農作物被害の軽減

�

主な事業
農地流動化助成、中山間地域等直接支払交付、有害鳥獣駆除班活動奨励事業、
有害鳥獣駆除事業、有害鳥獣防護柵設置事業、
有害鳥獣侵入防止柵整備支援事業、農業振興対策基金各種事業

意欲ある農業者へ農地を集積・集約１

関連する SDGs施策の展開
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基本
目標４　活力ある産業が「交流」を生むまち

施策の基本方針

歴史と風土を活かした魅力あふれる商工業のまち
　風土や地域資源を活かし、魅力あふれる商品の開発・販路拡大を図るとともに、新たな付加価値を
創造する新規創業や産業の誘致・育成を目指します。

現状と課題

関連する個別計画・条例等

●　創業支援等事業計画

関連施策分野 農林・商工・観光

基本施策
４−２ 商工業

　重要伝統的建造物群保存地区選定や無電柱化事業
による景観整備、古民家再生の宿泊・観光案内・物販・
交流施設整備、道の駅の開業等、町の活性化のため
の賑わい創出に取り組んでいます。

　新たな分野の店舗の新規出店も増加傾向で、歴史
的な町並みと調和した外観による商店街全体の統一
感が生まれつつあります。

　観光産業の強化により関連産業で新たな雇用の創
出がみられるとともに、女性の活躍の場の拡大に努
めています。

現　状

　空き家活用による新規出店を支援していますが、
更なる利活用推進対策や、事業の周知・利用促進を図
る必要があります。

　観光来訪者向けの土産物や体験型商品の不足、魅
力的な情報発信が十分に行えていないため、効果的
な魅力向上への取組が必要です。

　生産年齢人口の減少による企業の人手不足が深刻
になり、事業規模の維持や安定的な経営が困難にな
る事が見込まれるため、融資制度や相談事業等によ
る支援の充実が必要です。

課　題

前期基本計画    第２章　分野別施策の方針第３部
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主な取組
●　小口資金保証融資制度の効果的な運用と周知及び利用促進
●　岡山県よろず支援拠点出張相談in矢掛町による経営改善や課題解決等の支援
●　ハローワークと連携した企業と町民を結ぶ求人情報の提供、雇用相談の充実

�

主な事業 小口資金保証融資制度、岡山県よろず支援拠点出張相談、
ハローワーク出張相談

事業の安定化と雇用確保３

主な取組 ●　商工会や関係機関と連携した空き店舗への対策
●　空き家活用新規創業支援事業の周知及び利用促進

�
主な事業 空き家活用新規創業支援事業

商店街の活性化と空き家対策１

関連する SDGs施策の展開

主な取組
●　「やかげの匠登録店」による認知度の向上
●　商品開発等支援事業の周知及び利用促進
●　県内外のイベント参加による知名度向上と魅力発信

�
主な事業 やかげの匠登録事業、商品開発等支援事業、マルシェ出展による PR

各店舗の魅力向上２
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基本
目標４　活力ある産業が「交流」を生むまち

施策の基本方針

自然・歴史・文化を活かした魅力あふれる観光のまち
　小田川や里山等の豊かな自然、重要伝統的建造物群保存地区や文化財の歴史・風土を活かし、観光
関連産業等の民間活力により幅広い世代に愛され、観光交流により経済が潤う地域づくりを目指し
ます。

現状と課題

関連する個別計画・条例等

●　観光振興ビジョン　●　観光振興アクションプラン

関連施策分野 農林・商工・観光

基本施策
４−３ 観光

　矢掛商店街の活性化と保全を目的とした古民家再
生事業に取り組み、観光交流施設や宿泊交流施設を
整備し、運営しています。

　矢掛商店街一体での活用と周遊促進の推進、更に、
観光情報発信拠点施設等の観光基盤を整備するとと
もに、矢掛商店街の無電柱化や舗装の高質化等の事
業を進めてきました。

　 一般財団法人矢掛町観光交流推進機構（ や か げ
DMO）を主体として民間活力を活かした取組を推進
し、来訪者の増加と地域の稼ぐ意識の醸成に努め、
近年では年間55万人の観光入り込み客数を記録し、
県内でも有数の観光地となりつつあります。

現　状

　一定数の観光客が訪れる町となったものの、県内
外での知名度は低く、観光スポットである本陣・脇本
陣の入館者数は減少傾向にあり、情報発信と若い世
代にも魅力に感じてもらえる企画立案が必要です。

　重要伝統的建造物群保存地区内の防火・防災対策
と、歴史的な町並みの景観保全の観点から、区間全
体での無電柱化が求められます。未実施区間につい
て早期の無電柱化の実現が必要です。

　従来の観光資源だけでなく、魅力的な自然資源を
活かした新たな観光商品や特産品の開発により、更
なる観光客の取り込みが必要です。

　来訪者の満足度は高く、リピーター率も高水準で
推移しているものの、観光消費が低調な為、拡大に
向けた取組が必要です。

課　題

前期基本計画    第２章　分野別施策の方針第３部
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主な取組 ●　近隣市町との連携による圏域の魅力づくりの推進
�
主な事業 井原線沿線観光連盟事業、井笠広域観光協会事業、高梁川流域事業

広域連携による圏域の魅力づくり４

関連する SDGs施策の展開

主な取組 ●　自然環境資源を活用した低負荷観光の推進
�
主な事業 エコツーリズム事業、かわまちづくり事業、体験交流施設管理

アウトドア観光の推進３

主な取組

●　観光資源の磨き上げと創出
●　周遊性の拡大
●　おもてなしの向上
●　未実施区間における市街地の無電柱化の実施

�

主な事業 賑わいのまちやかげ宿創出施設管理、道の駅施設管理、
やかげ DMO 運営・事業補助、各種イベント施策、無電柱化事業

観光資源の磨き上げとまちなかの周遊の促進２

主な取組

●　賑わいを創出するイベント等への支援
●　やかげ DMO を主体とした民間事業者との連携
●　やかげ DMO を主体とした誘客促進
●　SNS、パンフレット、イベント出展による情報発信

�
主な事業 やかげ DMO 運営・事業補助、情報発信事業、各種 PR 施策

誘客促進と観光情報の効果的な発信１
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基本
目標４　活力ある産業が「交流」を生むまち

施策の基本方針

産業連携により　地域の活性化と産業振興を推進する活力あるまち
　地域の産業や特徴を活かした連携により多くの人々を町内に呼び込むとともに、農林業、商工業、
観光業等多様な分野が連携することで、付加価値と経済の波及効果によるまちのにぎわい創出を目
指します。

現状と課題

関連する個別計画・条例等

●　観光振興ビジョン　●　イタリア野菜生産振興事業

関連施策分野 農林・商工・観光

基本施策
４−４ 産業連携

　一次産業は農業が中心で、水稲、果樹、野菜等が栽
培されており、近年ではリーキやズッキーニ等のイ
タリア野菜の栽培に取り組んでいます。

　二次産業は企業誘致により大規模な工場等製造業
の事業所があり、従業者数も一定規模あります。

　三次産業については、商店街を中心とした商業エ
リアと大型店舗等が町内に複数店あり、町民だけで
なく近隣からの来訪者も増加傾向にあります。また、
宿場町としての歴史ある町並みや古民家を活用した
賑わい創出施設や宿泊滞在施設があります。

現　状

　人口減少、高齢化、後継者問題等、各産業で後継者
や担い手等人材の確保が難しい状況が続いており、
人材確保や育成への対応が必要です。

　物価や人件費の高騰等、産業を取り巻く環境は厳
しく、各事業の安定的な成長を確実にし、投資等に
結び付けられる取組が必要です。

　生産量を増やすだけでは競合との価格競争になる
ため、特色あるブランドづくりや付加価値の高い製
品づくりが必要です。

　豊かな自然や歴史ある町並み等魅力ある資源はあ
りますが、個々の利活用に留まっていることから、
新しい魅力の創出につながる産業間、事業者間の連
携が必要です。

課　題

前期基本計画    第２章　分野別施策の方針第３部
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主な取組 ●　生産者と販売者の連携強化によるイタリア野菜等、特産品の販路拡大の推進
�
主な事業 イタリア野菜生産振興事業、フレンドマーケット

生産と販売の連携強化２

主な取組 ●　やかげ DMO による事業者、各種団体、地域住民等との観光連携体制の強化
�
主な事業 DMO 事業補助

DMO による観光連携体制の強化１

関連する SDGs施策の展開
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基本
目標５　個性が輝く協働のまち

施策の基本方針

町民がつながり　支え合う協働のまち
　町民への適切な行政情報の提供や主体的な活動の支援を通じて、みんなで支え合う持続可能な協
働のまちづくりを推進します。

現状と課題

関連する個別計画・条例等

●　ふるさと創生事業実行委員会

関連施策分野 町民・行政

基本施策
５−１ 住民参加と協働

　広報紙やホームページを中心とする広報活動とと
もに、SNS や各種メディアを活用した広報活動を
行っています。

　町民提案箱により町政に対する意見を聴取する広
聴活動を行っています。

　「まちピカ応援事業」として、町内の認定路線、町
管理河川及び公園の維持管理を主体的に実施する町
民団体に対する支援を行っています。地域住民によ
る里道等の管理については、原材料支給による支援
を行っています。

　「ふるさと創生事業」として、町民団体が自主的に
活動を行う地域活動に対し支援を行っています。ま
た、各地区公民館に地域支援員を配置し、地域活動
のサポートをしています。

現　状

　行政情報の提供について、地域、世代等による情
報格差や、届けたい町民まで情報が届かず、町民の
参加や協働の行動に結びつかない状況もあり、広報
活動の在り方の検討が必要です。

　広報ツールが多岐にわたることによる運用の複雑
化や広報効果、評価測定の難しさへの対応が必要で
す。

　「まちピカ応援事業」及び里道等の管理について、
参加促進、DX 活用等による手続きの簡素化、備品等
の貸出し、原材料支給を通じた負担軽減や、若い世
代の参加促進の取組が必要です。

　「ふるさと創生事業」について、高齢化により、活
動を断念する団体も増加傾向にあり、新たに地域活
動を行う団体の参加促進の取組が必要です。

課　題

前期基本計画    第２章　分野別施策の方針第３部
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主な取組
●　「まちピカ応援事業」等による町民の主体的な活動支援の実施
●　「ふるさと創生事業」による多様な活動団体の支援と町民の参加促進への取組
●　各地区公民館への地域支援員の配置

�

主な事業 まちピカ応援事業、ラジコン式草刈機等貸出事業、原材料支給による支援、
ふるさと創生事業、地域支援員制度

協働のまちづくりに向けた活動支援２

主な取組

●　「広報やかげ」の全世帯配布を通じた行政情報の提供
●　障害者就労施設と連携した広報紙の発送作業等による福祉推進や官民連携
●　矢掛放送や町の YouTube「広報やかげの部屋」を通じた情報発信
●　ホームページ等を活用した情報発信方法の再構築
●　広報のデジタル化の推進

�
主な事業 広報やかげ制作業務、広報紙等配付委託、広報紙等封入委託

広報活動の充実１

関連する SDGs施策の展開
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基本
目標５　個性が輝く協働のまち

施策の基本方針

多様な主体が支え合うまち
　町民一人ひとりがまちづくりの主役として主体的に参画し、地域課題の解決に向けて多様な主体
と連携、協働するとともに、若い世代の声も積極的に取り入れ、個性と活気にあふれる地域社会を目
指します。

現状と課題

関連する個別計画・条例等

●　自治協議会連絡会　●　自治協議会事業補助金
●　公会堂等集会施設・備品整備事業補助金

関連施策分野 町民・行政

基本施策
５−２ 地域コミュニティ

　７つの自治協議会を中心に、自治会、町内会をは
じめ、様々な団体により防犯活動、防災活動、環境美
化活動等の地域活動が行われていますが、少子高齢
化や人口減少等を背景に、活動内容が制限される地
域が増えています。

　コミュニティ活動の拠点となる公会堂等集会施設
の老朽化等により、利用が減っています。

現　状

　自治会や町内会等の地域での活動を主体とする団
体では、役員の高齢化や担い手不足により、存続が
危ぶまれている団体が増えており、活動内容の見直
しや担い手不足を補うことが必要です。

　公会堂等集会施設の整備に対する支援が必要です。

課　題

前期基本計画    第２章　分野別施策の方針第３部
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主な取組 ●　公会堂等集会施設の整備の支援
�

主な事業 公会堂等集会施設整備事業、公会堂等集会施設備品整備事業、
コミュニティ助成事業

コミュニティ施設の整備、充実２

主な取組
●　若い世代の町内会活動への参加促進
●　町内会活動に対する支援
●　地域の活性化及び課題解決に向けた事業に取り組む自治協議会に対する支援

�

主な事業 町内会への加入手続のオンライン化、自治組織補助事業、
自治協議会連絡会議の開催

コミュニティ活動の支援１

関連する SDGs施策の展開
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基本
目標５　個性が輝く協働のまち

施策の基本方針

人と地域がつながり　広がる交流により選ばれるまち
　地域と継続的に関わる関係人口の拡大に取り組み、交流を育みながら移住・定住を促進します。

現状と課題

関連する個別計画・条例等

●　企業立地促進奨励金交付要綱　●　お試し住宅管理条例　●　移住支援金交付要綱
●　包括的連携協定　●　フレンドタウンシップ協定

関連施策分野 町民・行政

基本施策
５−３ 関係人口の拡大

　企業誘致による地域経済の活性化や雇用の拡大を
図るとともに、都市部住民の参加による地域づくり
や活性化を図っている「おかやま元気！集落」に対
する支援を行っています。

　空き家の利活用や住宅新築への支援を行うととも
に、良好な住宅用地の供給による移住・定住の促進に
努めています。また、移住相談会やセミナーを開催し、
広く周知を図っています。

　民間企業や他の自治体と「包括的連携協定」を締
結し、住民サービスの向上や地域の活性化に努めて
います。

現　状

　関係人口の創出・拡大のため、企業誘致の促進や、
移住・定住施策の強化、地域の維持に取り組む集落へ
の支援が必要です。

　定住促進施策や空き家活用施策・移住施策の更な
る推進が必要です。

　地域活性化の相乗効果を創出するため、多分野で
の更なる連携の推進が必要です。

課　題

前期基本計画    第２章　分野別施策の方針第３部
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主な取組 ●　多分野との包括的連携の推進
●　フレンドタウンシップ協定に基づく友好交流活動の推進

�

主な事業 包括連携協定に基づく各種連携事業
文化・教育・スポーツ・産業等の幅広い分野での友好交流事業

多分野との連携３

■包括連携協定締結企業等
㈱モンベル：【環境、子育て、健康増進、防災、地域経済活性化、農林水産、高齢・障害者】
岡山県立矢掛高等学校：【まちづくり・地域活性化、人材育成、魅力づくり、教育環境整備】
明治安田生命保険相互会社：【健康づくり、高齢者福祉、子育て支援】
日本郵便㈱（矢掛町内郵便局）：【安心安全なくらし、地域経済活性化、子どもの育成】
㈱電通西日本：【デジタル化】

（一社）日本自動車連盟（JAF）：【交通、観光、防災】
全国健康保険協会岡山支部：【健康づくり】
穴吹エンタープライズ㈱：【観光・物産、移住・定住、文化・スポーツ、地域振興】

■フレンドタウンシップ協定
沖縄県金武町【文化・教育・産業】 

主な取組
●　良好な工場用地の提供による企業誘致の促進
●　都市部での移住・定住イベントや相談会等の実施
●　幅広い世代の様々な機関と連携し、交流を通じた地域づくりの支援を実施

�
主な事業 企業誘致促進事業、関係人口化事業、地域づくり支援事業

関係人口の創出、拡大１

関連する SDGs施策の展開

主な取組

●　住宅の新築や空き家の活用支援
●　移住相談会やオンラインセミナー等の実施
●　移住支援サイトを通じた物件情報等の提供
●　�企業誘致による就業機会の確保や「やかげ学」など地域密着プログラムを通

じた地域愛着心の向上による定住促進の推進
�
主な事業 定住促進事業、移住支援事業、空き家活用事業

移住、定住の促進２
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基本
目標５　個性が輝く協働のまち

施策の基本方針

誰もが尊重し合い　共に自分らしく暮らせる人権尊重のまち
　全ての人が個人として尊重され、尊厳を守り、違いを尊重し合いながら共に自分らしく生きられ
る地域社会の実現を目指します。

現状と課題

関連する個別計画・条例等

●　岡山県人権政策推進指針　●　岡山県人権教育推進プラン　●　人権教育推進事業計画
●　人権尊重の町宣言　●　男女共同参画プラン

関連施策分野 町民・行政

基本施策
５−４ 人権と多様性の尊重

　複雑化、多様化する人権課題に対して、重点課題
を決めて啓発、解決に向けて取り組んでいます。

　本町では、平成９（1997）年に「人権尊重の町宣
言」を制定し、総合的な人権施策の推進に努めてい
ますが、国際化、情報化の進展等を背景に、人権問題
は一層多様化、複雑化しています。

　多くの町民が人権に関心を持つことができるよう、
講演会や広報等の啓発を継続的に実施しています。

　人権問題に関わる悩みごとについて、町民が相談
できる体制づくりに取り組んでいます。

　男女共同参画の意識を醸成するため、講演会の実
施や広報紙等を通じた啓発活動を実施しています。

　女性の各種審議会等での登用については、働きか
けてはいるものの、十分とは言えない状況です。

　各産業の担い手として外国人の役割が大きくなっ
ています。

現　状

　多様な人権課題に向けては、人権意識の啓発と向
上、多様化する人権課題への対応、人権侵害の防止
と救済のための仕組みづくり等が必要です。

　人権問題に対して、町民が気軽に相談できるよう、
関係機関等との連携を強化し、相談体制の充実と相
談窓口の周知を強化することが必要です。

　犯罪や非行を行った人の立ち直りを支える更生保
護について、関係機関等と連携した多様な支え合い
が必要です。

　女性の社会進出は進んでいるものの、性別による
固定観念的な意識が残っており、解消していくこと
が必要です。

　男女共同参画社会の形成のため、各種審議会等に
よる女性登用率を高めることが必要です。

　外国人の増加に伴い、日常生活に必要な情報提供
や多言語対応の体制整備が必要です。

課　題

前期基本計画    第２章　分野別施策の方針第３部
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主な取組 ●　人権擁護委員や行政相談委員、関係機関等との連携による相談体制の充実
●　立ち直りを支援する更生保護についての普及啓発

�

主な事業 なやみごと相談（人権擁護委員、行政相談委員）、
社会を明るくする運動・地域住民の集い、人権の花運動

人権啓発の推進２

主な取組
●　啓発活動の実施
●　各種審議会等を所管する部署への女性委員の登用の働きかけ
●　男女共同参画社会を推進する市民団体との連携及び当該団体への支援

�
主な事業 男女共同参画推進事業

男女共同参画の推進３

主な取組 ●　外国人に分かりやすい日常生活に必要な様々な情報の発信
●　地域の団体、企業、学校等との協働による外国人との交流の機会の支援

�
主な事業 外国語が可能な学習支援員の配置、日本語教室支援

多文化共生への対応４

主な取組 ●　基本的人権に関わる様々な人権問題についての人権教育の推進
●　地域、学校、企業等での人権問題についての啓発や研修の実施

�

主な事業

人権教育研究発表、ブロック研修会、人権教育講演会、論語教育、
人権スポーツふれあい教室、人権教育研修講座、教育講演会、人権教育地区懇談会、
出前講座、企業研修会、現地視察、人権ポスター・作文・標語の募集、人権教室、
啓発資料の整備（人権 DVD）

人権教育の総合的な推進１

関連する SDGs施策の展開
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基本
目標５　個性が輝く協働のまち

施策の基本方針

誰一人取り残さない　人に優しいデジタル化のまち
　情報通信技術や AI 技術を活用し、町民生活の利便性を高めるとともに、行政運営の効率化、高度化
や情報セキュリティの強化を推進します。

現状と課題

※１�【テレワークシステム】ICT を活用した時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方であるテレワークに必要な機
能を備えた IT システムのこと。

※２【クラウド】データの保管や利用等をインターネット上で行う仕組みのこと。

関連する個別計画・条例等

●　デジタル・トランスフォーメーション（DX）推進計画
●　情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例　●　情報セキュリティポリシー

関連施策分野 町民・行政

基本施策
５−５

AI 時代の DX 推進と
イノベーション創出

　行政手続のオンライン化やマイナンバーカードの
普及促進、スマートフォン教室等の取組を進めてい
ます。また、テレワークシステム※１の導入等、働き
方改革を推進しています。

　コンピューターウィルス等の感染や不正アクセス
への対策を行うとともに、セキュリティポリシーの
見直しや職員研修の継続的な実施、情報セキュリティ
監査の実施に向けた取組を進めています。

現　状

　既存システムの利用率向上や、新たなシステム導
入等に継続して取り組み、町民の利便性向上や多様
化する町民ニーズへの対応を目指していくとともに、
事業を推進する人材の育成、確保が必要です。また、
各種システムのクラウド※２化や他自治体との共同利
用についての検討が必要です。

　人的要因による情報漏えいの防止に向け、高度な
セキュリティ対策の実施とともに、職員の情報セキュ
リティレベルの更なる向上が必要です。

課　題

前期基本計画    第２章　分野別施策の方針第３部
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関連する SDGs施策の展開

主な取組

●　�マイナンバーカードを活用した電子申請やコンビニ交付等、行政手続き簡
素化の推進

●　インターネットを介した各種システムの構築等による行政運営の効率化推進
●　�AI 等デジタル技術を活用した事務効率化による町民サービスの質や利便性

向上
●　デジタル技術を活用しにくい町民へのサポートの拡充

�
主な事業 自治体 DX 推進事業

行政運営の効率化、高度化による町民の生活利便性向上１

主な取組

●　�情報セキュリティ対策向上のための「ゼロトラスト※」等の新しい技術の導
入検討

●　�継続的な職員研修や情報セキュリティ監査等の実施による情報セキュリティ
対策や個人情報保護についての職員の資質向上

�
主な事業 情報セキュリティ対策事業

社会のデジタル化に対応した情報セキュリティの向上２

※�【ゼロトラスト】ゼロトラストとは、庁内からのアクセスも含めてあらゆる通信を信用せず、情報資産への脅威を防
ぐというセキュリティ対策の考え方のこと。
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基本
目標５　個性が輝く協働のまち

施策の基本方針

健全で持続可能な行政運営のまち
　町民のニーズや多様化する行政課題に対し、健全な財政運営を確保しながら、町民に信頼され、将
来にわたって安定した行政サービスを提供できる効率的な行政運営を目指します。

現状と課題

※１�【地域おこし協力隊】自治体の委嘱を受け地域の問題解決や活性化のための活動に携わる都市部から過疎化の進む
地域に移住した人のこと。

※２�【地域活性化起業人】三大都市圏に所在する企業と地方圏の地方自治体が、協定書に基づき、社員を地方自治体に
一定期間（６か月から３年）派遣し、地方自治体が取り組む地域課題に対し、社員の専門的なノウハウや知見を活
かしながら業務に従事する即戦力人材のこと。

関連する個別計画・条例等

●　公共施設等総合管理計画　●　財政運営適正化計画
●　財政事情の作成及び公表に関する条例

関連施策分野 町民・行政

基本施策
５−６ 行政運営

　ふるさと納税及び企業版ふるさと納税を活用し、
財源の確保に努めています。

　これまでの行財政改革の取組により、効率的な行
政運営の成果を挙げるとともに、中期的な財政計画
により、安定した財政運営をしています。

　人口減少が続いている中、町民サービスにおいて
は、多様化するニーズへの細やかな対応が求められ
るようになっています。

　地域おこし協力隊※１及び地域活性化起業人※２等
の外部人材を活用し、地域課題の解決を図っていま
す。

現　状

　ふるさと納税及び企業版ふるさと納税について、
周知 PR 等により寄付額を増やす取組が必要です。

　行政課題の多種化や多様化、景気の低迷や地方創
生、地方分権の推進等を背景にした地方主導での事
業の展開等が予測されることから、財源確保に向け
た財政改革に、より一層取り組むことが必要です。

　町民に信頼され、安心できる行財政運営を推進す
るため、費用対効果を踏まえた、持続可能で効果的、
効率的な行政サービスの提供が必要です。

　脱炭素社会や DX の推進等の新たな課題に対応し
ていくため、現状の事務の効率化や削減、またその
推進に必要な専門人材の確保等の取組が必要です。

　職員の資質向上のため、諸課題に迅速かつ柔軟に
対応できるための組織づくりが必要です。

課　題

前期基本計画    第２章　分野別施策の方針第３部
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主な取組 ●　財政状況の分析、公表の実施
●　事業の重要度や緊急度を勘案した選択と集中による既存事業の見直しの推進

�
主な事業 地方財政状況調査事務、地方財政計画策定事務

効果的・効率的な財政運営の確立２

主な取組 ●　的確な現状把握による計画的な修繕、更新の実施
●　人口減少を勘案した建替えや施設の統廃合の検討

�
主な事業 財産維持管理事務、財産活用事務

公共施設の維持管理、更新３

主な取組

●　職員の資質向上、能力開発のための人事制度の実施
●　職員が持つ能力の自発的向上や自己啓発のための研修制度の実施
●　適正な人事評価制度を通じた人材の育成
●　新たな課題に対応するための専門人材確保の検討
●　地域おこし協力隊及び地域活性化起業人等の外部人材の活用

�
主な事業 職員研修（庁舎内・外部）、地域おこし協力隊制度、地域活性化起業人制度

人材の確保・育成５

主な取組 ●　ふるさと納税及び企業版ふるさと納税の寄附金の受入れ増による財源の確保
●　町債残高縮減のための計画的な繰上償還の実施

�
主な事業 予算編成事務、起債事業、公会計事業、ふるさと納税事務

健全な財政基盤の確保１

関連する SDGs施策の展開

主な取組 ●　AI 等デジタル技術の活用を踏まえた職員の生産性の向上
●　抜本的な業務改革の実施

�

主な事業
全分野での業務改革（抜本的な事務処理の見直し）、
生成 AI や RPA※等の効果的な活用方法の検討・導入、
アナログ規制例規の見直し

持続可能な行政運営の確立４

※�【RPA】Robotic Process Automation の略称。主な業務範囲は定型業務の自動化であり、情報取得や入力作業、
検証作業等の定型的な作業を行うこと。
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資料編

　１ 第7次矢掛町振興計画策定経過

　２ 第7次矢掛町振興計画審議会委員名簿

　３ 災害関連協定一覧
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資料編

　１ 第7次矢掛町振興計画策定経過

　２ 第7次矢掛町振興計画審議会委員名簿

　３ 災害関連協定一覧
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令和７年

　　２月	 矢掛町　まちづくりのための町民アンケート調査
	 矢掛町　まちづくりに関する中学生・高校生アンケート

�

　　３月  1日	 矢掛町まちづくり住民ワークショップ

�

　　７月  1日	 第１回　矢掛町振興計画審議会
	 町長より矢掛町振興計画審議会会長へ
	� 「第７次振興計画基本構想及び前期基本計画」について諮問
�

　　８月27日	 第２回　矢掛町振興計画審議会

�

　　11月19日	 第３回　矢掛町振興計画審議会

�

　　12月17日	 第４回　矢掛町振興計画審議会

�

　　12月26日～	 パブリック・コメント
　　令和８年１月16日

�

令和８年

　　２月  6日	 第５回　矢掛町振興計画審議会
	 矢掛町振興計画審議会会長より町長へ
	 「第７次振興計画基本構想及び前期基本計画」について答申

１ 第７次矢掛町振興計画策定経過

  １　第７次矢掛町振興計画策定経過資料編
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職名 氏　名 選出区分 備　考

会長 岩淵　　泰 知識経験者 岡山大学

副会長 江木　輝哲 住民代表 自治協議会連絡会会長

委員 浅野　　毅 議会議員 議会議長

委員 石井　信行 議会議員 議会総務文教常任委員長

委員 田中　輝夫 議会議員 議会産業福祉常任委員長

委員 青江　淳子 住民代表 教育委員（教育長職務代理者）

委員 藤原　立志 住民代表 社会教育委員長

委員 嶋山　英二 住民代表 社会福祉協議会　会長

委員 堀　　雅憲 住民代表 自治協議会連絡会副会長

委員 日置　彰雄 住民代表 老人クラブ連合会会長

委員 清水　誠一 住民代表 地区公民館連絡協議会会長

委員 髙木　幹夫 住民代表 矢掛町消防団長

委員 髙月周次郎 住民代表 農業委員会会長

委員 岡田　玲子 住民代表 愛育委員会会長

委員 堀　　伸二 住民代表 矢掛町観光交流推進機構代表理事

委員 妹尾　　茂 住民代表 特定非営利活動法人やかげスポーツクラブ　理事長

委員 山部　慎一 住民代表 晴れの国岡山農業協同組合　専務理事

委員 岡本　　綠 住民代表 やかげ女性連絡協議会長

委員 片山　和典 住民代表 防災士の会　会長

委員 高見　知宏 住民代表 備中西商工会矢掛地区運営会議代表理事

委員 渡邉　　真 住民代表 矢掛放送代表取締役

委員 山部美由紀 住民代表 おかやま農業女子

委員 原田美智子 住民代表 医療従事経験者・元看護部長

委員 川上　春奈 住民代表 やかげ町家交流館スタッフ

２ 第７次矢掛町振興計画審議会委員名簿

  ２　第７次矢掛町振興計画審議会委員名簿資料編
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� 令和８年３月31日現在
協定名 締結日 協定締結先

【公共機関の災害時協力体制】
災害時における矢掛町・矢掛町内郵便局
間の相互協力に関する覚書書 平成9.5.13 矢掛町内郵便局

災害時における連絡体制及び協力体制に
関する協定 令和2.10.23 中国電力ネットワーク株式会社

倉敷ネットワークセンター
災害時における LP ガスの供給に関する
協定 平成28.8.30 一般社団法人岡山県 LP ガス協会

井原支部
災害時における被災車両の撤去等に関す
る協定 平成29.3.24 一般社団法人日本自動車連盟　

中国支部
矢掛町と日本郵便株式会社矢掛町内郵便
局との包括連携に関する協定 令和3.1.28 日本郵便株式会社　矢掛町内郵便局

【避難所に係る協定】（施設利用に係る協定）
非常災害時における避難施設利用に関す
る協定 平成17.11.30 岡山県矢掛高等学校

風水害時における三谷保育園園児及び職
員の緊急避難場所に関する協定 平成30.10.16 福井建設工業株式会社

災害時における一時避難・災害復旧活動
への協力に関する協定 令和2.8.18 備中西商工会

【避難所に係る協定】（運営支援に係る協定）
特設公衆電話の設置・利用に関する協定 平成29.5.1 NTT 西日本株式会社（岡山支店）

災害時等における畳の提供に関する協定 平成30.6.28 「５日で5000枚の約束。」プロジェ
クト実行委員会

大規模災害時の避難所における人的支援
に関する協定 平成30.10.16 公益社団法人　岡山県柔道整復師会

災害時における特設テレビの設置及び利
用に関する協定 令和1.11.15 矢掛放送株式会社

【福祉避難所に係る協定】
災害時に要援護者に福祉避難所として矢
掛町介護老人保健施設たかつま荘を使用
することに関する協定

平成25.3.22 矢掛町介護老人保健施設たかつま荘

災害時に要援護者の福祉避難所として民
間社会福祉施設等を使用することに関す
る協定

平成25.3.22 社会福祉法人　
メルヘンドルフ福祉会

３ 災害関連協定一覧

３　災害関連協定一覧
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協定名 締結日 協定締結先
災害時に要援護者の福祉避難所として小
規模多機能ホームぼちぼちを使用するこ
とに関する協定

令和1.7.11 株式会社かむら堂

災害時に要援護者の福祉避難所としてグ
ループホーム本陣を使用することに関す
る協定

令和1.7.12 有限会社本陣会

災害時に要援護者の福祉避難所として介
護老人保健施設リハヴィラポルソ矢掛を
使用することに関する協定

令和2.7.8
医療法人社団新風会　
介護老人保健施設　
リハヴィラ　ポルソ矢掛

災害時における福祉避難所（二次避難所）
施設利用に関する協定書 令和8.3.17 岡山県立西備支援学校

【物資供給に係る協定】
災害時における生活物資の供給協力等に
関する協定 平成18.9.16 NPO 法人コメリ災害対策センター

災害時における生活物資の供給協力等に
関する協定 平成18.9.28 晴れの国岡山農業協同組合

災害時における生活物資の供給協力等に
関する協定 平成18.9.28 株式会社マツサカ

災害時における支援協力に関する協定 令和3.7.16 マックスバリュ西日本株式会社
災害時における応急生活物資供給等に関
する協定 平成28.12.19 生活協同組合おかやまコープ

災害救助物資の調達に関する協定 令和1.7.12 株式会社ジュンテンドー
災害時におけるダンボール製品の供給に
関する協定 令和2.12.7 大王パッケージ株式会社

災害時における物資供給に関する協定 令和3.11.4 株式会社ナフコ
災害時における支援物資の受入及び配送
等に関する協定 令和4.7.27 佐川急便株式会社

災害時における物資供給に関する協定 令和6.11.27 萩原工業株式会社
災害時におけるキッチンカーによる炊き
出しの実施等に関する協定書 令和7.11.4 一般社団法人　

岡山県キッチンカー協会

  ３　災害関連協定一覧資料編
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協定名 締結日 協定締結先
【公共土木施設等に係る応急措置等】

災害時における応急措置等の実施に関す
る協定 平成25.12.1

一般社団法人岡山県建設業協会矢掛支部
株式会社出原建設
株式会社横畑組
株式会社共生
坂川建設鉱業株式会社
山陽建設株式会社
有限会社竹内工業
福井建設工業株式会社
株式会社三好組
株式会社矢建
山岡建設株式会社
有限会社山本組
株式会社青江造園土木
株式会社江尻設備
株式会社ナカハラ
山室農機有限会社
有限会社信長興業

【通信・情報伝達に係る相互応援】
矢掛町防災情報放送の実施に関する協定 平成19.1.1 矢掛放送株式会社
アマチュア無線による災害時応援に関す
る協定 平成26.9.1 アクティブハムクラブ

災害時における情報共有と緊急放送に関
する協定 令和1.11.15 矢掛放送株式会社

災害時に係る情報発信等に関する協定 令和3.12.13 ヤフー株式会社
【被災者支援に係る協定】
災害時における被災者に対する防災活動
協力に関する協定 令和3.7.16 マックスバリュ西日本株式会社

災害ボランティアセンターの設置・運営
等に関する協定 令和3.8.20 社会福祉法人　

矢掛町社会福祉協議会
【相談業務に係る協定】
災害時における行政書士業務相談に関す
る協定 平成29.6.1 岡山県行政書士会

災害時にける法律相談業務等に関する協定 令和3.2.8 岡山弁護士会
【災害廃棄物処理に係る協定】
災害廃棄物等の処理に関する基本協定 令和2.6.1 大栄環境株式会社
【防災拠点に係る協定】

「防災拠点の設置および災害時相互支援
体制構築」事業に関する協定 令和5.2.17 公益社団法人　Ｂ＆Ｇ財団
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